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1. 東京 2020 大会の正式名称 

第 32回オリンピック競技大会（2020／東京） 

東京 2020パラリンピック競技大会 

 

2.  東京 2020 大会の目的 

2.1  大会ビジョン 

東京 2020 大会の開催を担う公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会（以下「大会組織委員会」という。）は、2015 年２月に国際オリンピック委員会、国際パラリン

ピック委員会に提出した「東京 2020 大会開催基本計画」において以下の大会ビジョンを掲げてい

る。 

 

 

 

 

 

 

2.2  都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～ 

東京都は、平成 28 年 12 月に策定した「2020 年に向けた実行プラン」において、「都民ファース

トの視点で 3 つのシティを実現し、新しい東京をつくる」ことを示している。また、東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」という。）の成功に向けた取組を

分野横断的な政策の展開に位置付け、「東京 2020大会の成功は、東京が持続可能な成長をしていく

ための梃子であり、そして、ソフト・ハード面での確かなレガシーを次世代に継承していかなけれ

ばならない」としている。 

東京 2020 大会実施段階環境アセスメント（以下、「本アセスメント」という。）の実施にあたっ

ては、適宜「2020年に向けた実行プラン」を参照し進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 「2020年に向けた実行プラン」における3つのシティ

スポーツには、世界と未来を変える力がある。 
1964年の東京大会は日本を大きく変えた。2020年の東京大会は、 
「すべての人が自己ベストを目指し（全員が自己ベスト）」、 
「一人ひとりが互いを認め合い（多様性と調和）」、 
「そして、未来につなげよう（未来への継承）」を３つの基本コンセプトとし、 
史上最もイノベーティブで、世界にポジティブな改革をもたらす大会とする。 



3. 東京 2020大会の概要 

 

- 2 - 

3. 東京 2020 大会の概要 

3.1  大会の概要 

大会組織委員会は、東京 2020大会において、オリンピック競技大会は７月 24日の開会式に続い

て、７月 25日から８月９日までの 16 日間で開催し、閉会式は８月９日に予定している。また、パ

ラリンピック競技大会は８月 25 日から９月６日までの開催を予定している。 

実施競技数は、オリンピック 33 競技、パラリンピック 22競技である。 

 

3.2  東京 2020大会の環境配慮 

大会組織委員会は、「東京 2020大会開催基本計画（2015 年２月策定）」の中で、東京 2020大会は、

単に 2020 年に東京で行われるスポーツの大会としてだけでなく、2020 年以降も含め、日本や世界

全体に対し、スポーツ以外も含めた様々な分野でポジティブなレガシーを残す大会として成功させ

なければならないとし、「東京 2020アクション＆レガシープラン 2016（2016年７月策定）」におい

て、街づくり・持続可能性に関する以下のレガシーとアクションを示した。 

 

表 3.2-1 街づくりに関するレガシーとアクション 

レガシー アクション 

「ユニバーサル社会の実現・ユニバーサルデ

ザインに配慮した街づくり」 

競技施設、鉄道駅等のユニバーサルデザイン

の推進、アクセシブルな空間の創出等、ユニ

バーサルデザインに配慮した街の実現 

「魅力的で創造性を育む都市空間」 都市空間の賑わいの創出、公園・自然環境等

の周辺施設との連携 

「都市の賢いマネジメント」 ＩＣＴの活用、エリアマネジメント活動の活

性化等 

「安全・安心な都市の実現」 安全・安心のための危機管理体制の構築 

 

表 3.2-2 持続可能性に関するレガシーとアクション 

レガシー アクション 

「持続可能な低炭素・脱炭素都市の実現」 気候変動対策の推進、再生可能エネルギーな

ど持続可能な低炭素・脱炭素エネルギーの確

保 

「持続可能な資源利用の実現」 資源管理・３Ｒの推進 

「水・緑・生物多様性に配慮した快適な都市

環境の実現」 

生物多様性に配慮した都市環境づくりや大

会に向けた暑さ対策の推進 

「人権・労働慣行等に配慮した社会の実現」 調達等における人権・労働慣行等に配慮した

取組の推進 

「持続可能な社会に向けた参加・協働」 環境、持続可能性に対する意識の向上、参加

に向けた情報発信・エンゲージメントの推進 

 

また、大会組織委員会は、東京2020大会を持続可能性に配慮した大会とするため、大会関係者

の拠り所となる「持続可能性に配慮した運営計画 第一版（2017年1月）」を策定した。本運営計

画において、東京2020大会が取り組む持続可能性に関する主要テーマを、「気候変動（カーボンマ

ネジメント）」「資源管理」「大気・水・緑・生物多様性等」「人権・労働・公正な事業慣行等への

配慮」「参加・協働、情報発信（エンゲージメント）」の5つとしている。 
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4.  有明アリーナの計画の目的及び内容 

4.1  目 的 

有明アリーナは、東京 2020 大会において、オリンピックのバレーボール、パラリンピックの車

いすバスケットボール（決勝）会場として利用するため、競技施設を整備する計画である。また、

東京 2020大会後は、国際大会等のスポーツ大会や各種イベントなどに利用できる新たなスポーツ・

文化の拠点となる施設としていくことを想定している。 

本事業は、東京 2020大会及び後利用の施設整備のため、有明アリーナの新設を行うものである。 

 

4.2  内 容 

4.2.1 位 置 

計画地の位置は、図 4.2-1及び写真 4.2-1に示すとおり江東区有明一丁目 11番にあり、計画

地面積は約 36,600m2である。 

また、計画地の西側には、体操（オリンピック）及びボッチャ（パラリンピック）のための有

明体操競技場、自転車競技（BMX）のための有明 BMXコースが整備される計画である。 
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図 4.2-1 
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写真 4.2-1 
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4.2.2 事業の基本構想 

(1) 施設運営計画 

① 大規模スポーツ大会の開催等 

・15,000席の規模を生かし、年間 10大会の大規模大会の開催を目標とするとともに、次世代ア

スリートの育成や都民のスポーツの場として活用していく。 

・メインアリーナについては、一定期間、仮設の木製床を設置し、各種競技大会等のスポーツ

利用を促進する。 

・サブアリーナについては、都民のスポーツ実践の場としても活用し、スポーツを普及する。 

② 新たな文化発信拠点 

・都内最大規模のアリーナ施設として、魅力的なエンターテインメントの場を提供する。 

・様々な集会や式典の場としても活用していく。 

③ 周辺施設等との連携 

・隣接する有明親水海浜公園（仮称）と連携して、都民の健康づくりやにぎわい創出の空間を

提供する。 

・有明アリーナの管理運営に関する民間事業者の提案も踏まえ、公園をはじめとした周辺施設

との連携について検討を進めていく。 

 

4.2.3 事業の基本計画 

(1) 配置計画 

有明アリーナの配置計画図、断面図及びイメージ図は、図 4.2-2～図 4.2-4 に示すとおりであ

る。 

敷地北側と東側に広がる水辺空間を生かすこと、及び敷地南側の住宅市街地との調和を図る観

点から、メインアリーナを北側、サブアリーナ等を南側に配置する。サブアリーナ等の南には、

まとまった屋外空間として交流広場を設ける。建物外周の２階レベルには、敷地北西部で有明通

りと繋がる歩行者デッキを設け、駐車場を敷地西側１階レベルに配置し、歩車分離に配慮する計

画である。メインアリーナの主出入口は、歩行者デッキを通った建物２階北側に、サブアリーナ

の主出入口は、交流広場を通って建物南側１階に設ける。有明親水海浜公園（仮称）へは、歩行

者デッキ及び交流広場を通ってアクセスすることができる。 

また、東京 2020 大会時には、屋外に仮設の運営施設等を設置する予定であるが、詳細は未定

である。 

表 4.2-1 有明アリーナの概要（予定） 

項 目 内  容 

敷 地 面 積 約 36,600m2 

建 築 面 積 約 25,500m2 

延 床 面 積 約 47,200m2 

最 高 高 さ 約 40m 

階 数 地上５階 

構 造 RC造、一部 S造・SRC造 

駐 車 台 数 約 150台 
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(2) 発生集中交通量及び自動車動線計画 

後利用時における施設の発生集中交通量は、スポーツ大会等のイベント時において、約 1,100

台（台 T.E./日）程度となる計画である。 

 

(3) 駐車場計画 

駐車場計画は、図 4.2-2（p.7 参照）に示すとおりである。駐車場は、建物西側の２階デッキ

の下部に平面駐車場（約 150台程度）を設ける計画である。 

駐車場出入口は南側の特別区道 江 609 号から設けることに加え、大規模イベント時の大型車

両等が入出庫するための出入口を西側の都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り）に設け

る。 

 

(4) 歩行者動線計画 

計画地周辺の鉄道駅から計画地への歩行者の出入動線は、図 4.2-5に示すとおりである。 

計画地周辺の鉄道駅は、東京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）の新豊洲駅、有明テニスの森駅

及び有明駅、東京臨海高速鉄道（りんかい線）の東雲駅及び国際展示場駅がある。新豊洲駅や豊

洲駅からは、都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明通り）を経て、有明テニスの森駅からは、

都道 484号豊洲有明線及び特別区道 江 609号を経て、有明駅及び国際展示場駅からは、都道 484

号豊洲有明線及び特別区道 江 616 号を経て、東雲駅からは、都道 304 号日比谷豊洲埠頭東雲町

線（晴海通り）及び有明親水海浜公園（仮称）を経て計画地へアクセスする計画である。 

 

(5) 設備計画 

上水給水設備は、有明通り側水道本管より引き込み受水槽に接続する計画である。雨水は、ス

クリーン及び沈砂槽を介した後ろ過処理し、トイレ洗浄水、植栽潅水等として再利用する計画で

ある。排水は、雨水と汚水を分流し、それぞれ公共下水道へ放流する。 

電力は、高圧２回線受電（本線・予備電源）とする計画である。また、最大需要電力抑制のた

め、都市ガスを燃料とする常用発電設備（コージェネレーション設備）の設置、電気使用量削減

のため、太陽電池パネルを設置する計画である。主要熱源器は、ガスを熱源とする吸収式冷温水

機とし、地中熱と太陽熱を利用する機器を組み合わせるシステムとする計画である。 
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(6) 廃棄物処理計画 

建設工事に伴い発生する建設発生土及び建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和 45年法律第 137号）、資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第 48号）、建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）等に基づき、再生利用

可能な掘削土砂及び廃棄物については積極的にリサイクルに努め、リサイクルが困難なものにつ

いては適切な処理を行うこととする。 

工事の完了後に発生する一般廃棄物については、東京都廃棄物条例（平成４年東京都条例第 140

号）、江東区清掃リサイクル条例（平成 11 年江東区条例第 34 号）等を踏まえて、関係者への啓

発活動によりその排出量の抑制に努めるとともに、分別回収を行い、資源の有効利用と廃棄物の

減量化を図ることとする。 

 

(7) 緑化計画 

緑化計画は、表 4.2-2及び図 4.2-6に示すとおりであり、江東区みどりの条例（平成 11年江

東区条例第 36号）における緑化基準（地上部緑化面積約 4,308m2、建築物上緑化面積約 2,332m2、

接道部緑化延長約 223m）を満たす地上部緑化約 4,797m2、建築物上緑化約 2,359m2、接道部緑化約

235mを植栽する計画である。また、「東京都再開発等促進区を定める地区計画の運用基準」（平成

27 年３月 東京都都市整備局）で示された基準を満たす計画である。樹種は、「植栽時における

在来種選定ガイドライン」（平成 26年５月 東京都環境局）や立地条件等を踏まえ、今後整備さ

れる有明親水海浜公園（仮称）との調和や連続性を意識して今後具体的に検討する。 

地上部の高木、中木、低木の植栽、建築物上及び壁面緑化により、有明通り側は、有明通りの

緑と一体となる並木景観の形成、有明親水海浜公園（仮称）側は、公園と繋がりをもった緩やか

な斜面景観を形成するほか、南側周辺住環境に配慮し、南西側交差点部から有明親水海浜公園（仮

称）まで緑を連続させ、バッファーとなる広がりのある緑地を整備する計画である。 

なお、緑化面積等は、今後の関係機関との協議により変更がありうる。 

表 4.2-2 計画緑化面積及び必要緑化面積 

基準等 計画緑化面積 必要緑化面積 

江東区みどりの条例 約7,156m2 6,640m2 

東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準 約6,500m2 6,493m2 

注1)計画緑化面積は、基準等により算定対象や算定方法が異なるため、計画緑化面積は一致しない。 

 2)計画緑化面積は、地上部緑化及び建築物上緑化の合計値を示す。 

 3)緑化計画については、関係機関との協議により変更がありうる。 
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図 4.2-5 
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注）緑化計画については、関係機関との協議により変更がありうる。 

図 4.2-6 
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4.2.4 施工計画 

以下の施工計画（工事工程、施工方法の概要、工事用車両、建設機械）については、今後、関

係機関との調整により変更がありうる。 

 

(1) 工事工程 

本事業に係る本体工事は、準備工事も含めて平成 29 年１月から平成 31 年度の 36 か月を見込

んでいる。 

工事工程は、表 4.2-3に示すとおりである。 

表 4.2-3 全体工事工程 

地盤改良・山留工事

杭工事

掘削工事

基礎躯体工事

地上躯体工事

屋根鉄骨工事

外構工事等

仕上・設備工事

本体工事

工種/工事月 12 18 4224 30 366

準備工事

 

 

(2) 施工方法の概要（予定） 

 1)  準備工事 

計画地西面及び南面に鋼製仮囲い（高さ約 3m）を設置し、北面と東面はセキュリティ上見通

しをよくするために透視性メッシュパネルを設置した。また、仮設事務所の設置等を行った。 

 

 2)  地盤改良・山留工事 

本体工事着手前の地盤改良として、表層地盤改良を行った。また、山留工事を行った。 

 

 3)  杭工事 

基礎工事として、既製杭を打設した。 

 

 4)  掘削工事 

地下躯体の下端レベルまで掘削を行った。掘削はバックホウを使用し、発生土はダンプトラ

ックに積み込んで搬出した。 

 

 5)  基礎躯体工事 

掘削工事完了後、計画建築物の基礎躯体を構築する。構築は、鉄筋組立、型枠の建込みを行

い、コンクリートを打設する。 

 

 6)  地上躯体工事 

基礎躯体工事完了後、地下ピット～１階床躯体構築、PCa 鉄骨建方、地上鉄筋コンクリート
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工事及び PC 段床設置工事を開始する。材料の荷揚げにはラフタークレーン、クローラークレ

ーン等を用いて行い、順次構築し、上階へ工事を進める。 

 

 7)  屋根鉄骨工事 

構台を設置し、スライド工法によりメインアリーナの屋根架構建方を行う。材料の荷揚げに

はラフタークレーン、クローラークレーン等を用いる。 

 

 8)  外構工事等 

建物周辺の舗装等の外構工事は、主に躯体工事完了後に実施する。 

 

 9) 仕上・設備工事（内装・設備工事、外装工事） 

躯体工事の完了した階から順次外壁仕上、内装建具等の仕上工事を実施する。また、電気設

備や機械設備の搬入・設置を行う。 

 

 

(3) 工事用車両 

工事用車両の主な走行ルートは、図 4.2-7に示すとおりである。 

工事用車両の走行に伴う沿道環境への影響を極力小さくするため、工事用車両は、主に首都高

速湾岸線及び一般国道 357号（湾岸道路）を利用する計画とし、都道 304号日比谷豊洲埠頭東雲

町線（有明通り）を通り、計画地へ出入場する計画である。 

評価書提出時には、有明アリーナ整備工事の工事用車両台数のピークは、平成 29年 12月であ

ったが、計画地に近接する有明体操競技場及び有明テニスの森整備に伴う工事用車両との合計台

数により、ピーク時期に変更があった。合計台数のピークは、平成 30 年８月であり、工事用車

両台数は、ピーク日において大型車 434 台/日、小型車 153 台/日、合計 587 台/日を予定してい

る。 

 



4. 有明アリーナの計画の目的及び内容 

- 16 - 

(4) 建設機械 

各工種において使用する主な建設機械は、表 4.2-4に示すとおりである。 

工事に使用する建設機械は、周辺環境への影響に配慮して、排出ガス対策型建設機械及び低騒

音型の建設機械を積極的に採用するとともに、不要なアイドリングの防止に努める等、排出ガス

の削減及び騒音の低減に努める。 

表 4.2-4 主な建設機械（予定） 

工 種 主な建設機械 

準備工事 バックホウ 

地盤改良・山留工事 サイレントパイラー、ブルドーザー、バックホウ 

杭工事等 三点式杭打機、クローラークレーン、バックホウ 

掘削工事 バックホウ 

基礎躯体工事 ラフタークレーン、クローラークレーン、コンクリートポンプ車 

地上躯体工事 ラフタークレーン、クローラークレーン、コンクリートポンプ車 

屋根鉄骨工事 ラフタークレーン、クローラークレーン 

外構工事等 バックホウ、ラフタークレーン、アスファルトフィニッシャ 

仕上・設備工事 ラフタークレーン 

注)建設機械の種類等は今後変更の可能性がある。 
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4.2.5 供用の計画 

本事業で整備する有明アリーナは、平成 31 年度までに竣工し、テストイベント及び東京 2020

大会を行う計画である。また、東京 2020 大会開催後には、国際大会等のスポーツ大会や各種イ

ベントなどに利用できる新たなスポーツ・文化の拠点となる施設として供用する計画である。 

 

4.2.6 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

本事業にかかわる主な環境保全に関する上位計画としては、「東京都環境基本計画」、「江東区

環境基本計画」等がある。環境保全に関する計画等への配慮事項は、表 4.2-5(1)～(9)に示すと

おりである。 

表 4.2-5(1) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計画 

(平成20年３月) 

・人類・生物の生存基盤の確保 

～気候危機と資源節約の時代に立

ち向かう新たな都市モデルの創出

～ 

◆気候変動の危機回避に向けた施

策の展開 

◆持続可能な環境交通の実現 

◆省資源化と資源の循環利用の促

進 

・設備設置においては、「エネルギー基本計画」等

を踏まえ、再生可能エネルギーの利用を検討し、

太陽光発電設備、太陽熱利用設備、地中熱利用

設備、コージェネレーションの導入を予定する。 

・太陽光発電設備は、受変電設備との系統連系に

より、発電電力を施設電力として利用する計画

とする。 

・太陽光発電設備は、ディジタルサイネージ設備

と連携して、発電量の見える化による環境配

慮・省エネへの取り組みを啓発するシステムと

する。 

・都市ガスを燃料とする系統連系可能な常用発電

機を設置し、排熱を100％有効利用する計画（コ

ージェネレーション）とする。 

・蓄電池システムにより、太陽光発電電力を夜間

にも有効に活用する計画とする。 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土は、一部

を計画地内の埋戻し土等に利用するほか、場外

に搬出する場合には、受入基準を満足している

ことを確認のうえ、関係法令に係る許可を受け

た施設において、適正な処理を行う。 

・基礎工事等における建設泥土については、減量

化に努め、場外へ搬出する場合には、再資源化

施設に搬出する。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(平成12年法律第104号)に基づく特定建設資材

廃棄物については現場内で分別解体を行い、現

場で利用できないものは現場外で再資源化を行

う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、

排出、再利用促進及び不要材の減量等を図る。

再利用できないものは、運搬・処分の許可を得

た業者に委託して処理・処分を行い、その状況

はマニフェストにより確認する。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠

の採用や部材のプレハブ化等により木材系型枠

材の使用量を低減する。 
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表 4.2-5(2) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都環境基本計

画 

(平成20年３月) 

・人類・生物の生存基盤の確保 

～気候危機と資源節約の時代に立

ち向かう新たな都市モデルの創出

～ 

◆気候変動の危機回避に向けた施

策の展開 

◆持続可能な環境交通の実現 

◆省資源化と資源の循環利用の促

進 

・江東区の分別方法に従い、古紙、びん、缶、ペ

ットボトル、発泡トレイ、発泡スチロール、容

器包装プラスチックは、資源として分別回収を

行う計画とする。 

・東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針も踏まえ、事業系廃棄物の分別回収等、廃棄

物の循環利用を進める。 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目が

あるものについては、積極的に適用品目を利用

する計画である。 

・「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針」（平成27年３月 東京都）も踏まえ、再生骨

材コンクリート等のエコマテリアルの採用を検

討する。 

・一部木造化・木質化を計画している。 

・健康で安全な生活環境の確保 

～環境汚染の完全解消と未然防止、

予防原則に基づく取組の推進～ 

◆大気汚染物質の更なる排出削減 

◆化学物質等の適正管理と環境リ

スクの低減 

環境の「負の遺産」を残さない取

組 

◆生活環境問題の解決 

・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮

のため、極力、沿道に住居等が存在しない湾岸

道路等を利用している。 

・排出ガス対策型建設機械（第２次基準値）を使

用している。 

・工事区域周辺には仮囲い（3.0ｍ）を設置してい

る。 

・より快適で質の高い都市環境の創出 

～緑と水にあふれた、快適な都市を

目指す取組の推進～ 

◆市街地における豊かな緑の創出 

◆水循環の再生とうるおいのある

水辺環境の回復 

◆熱環境の改善による快適な都市

空間の創出 

・江東区みどりの条例における緑化基準（地上部

緑化面積約 4,308m2、建築物上緑化面積約

2,332m2、接道部緑化延長約223m）を満たす地上

部緑化約4,797m2、建築物上緑化約2,359m2、接

道部緑化約235mを植栽する計画としている。 

・東京湾岸に生育可能な植物による緑環境の形成

を行う計画としている。 

・植栽樹種は、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成26 年５月 東京都環境局）等を参

考として、計画地に適した樹種を選定する。 

・地上部緑化として、高木、中木等を植栽する。 
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表 4.2-5(3) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都自動車排出窒

素酸化物及び自動車

排出粒子状物質総量

削減計画 

(平成25年７月) 

・低公害・低燃費車の普及促進、エ

コドライブの普及促進、交通量対

策、交通流対策、局地汚染対策の

推進等 

・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮

のため、極力、沿道に住居等が存在しない湾岸

道路等を利用する。 

緑の東京計画 

(平成12年12月) 

・あらゆる工夫による緑の創出と保

全 

・江東区みどりの条例における緑化基準（地上部

緑化面積約 4,308m2、建築物上緑化面積約

2,332m2、接道部緑化延長約223m）を満たす地上

部緑化約4,797m2、建築物上緑化約2,359m2、接道

部緑化約235mを植栽する計画としている。 

・東京湾岸に生育可能な植物による緑環境の形成

を行う計画としている。 

・植栽樹種は、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成26 年５月 東京都環境局）等を参

考として、計画地に適した樹種を選定する。 

・地上部緑化として、高木、中木等を植栽する。 

「緑の東京10年プロ

ジェクト」基本方針 

(平成19年６月) 

・街路樹の倍増などによる緑のネット

ワークの充実 

 

・江東区みどりの条例における緑化基準（地上部

緑化面積約 4,308m2、建築物上緑化面積約

2,332m2、接道部緑化延長約223m）を満たす地上

部緑化約4,797m2、建築物上緑化約2,359m2、接道

部緑化約235mを植栽する計画としている。 

・東京湾岸に生育可能な植物による緑環境の形成

を行う計画としている。 

・植栽樹種は、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成26 年５月 東京都環境局）等を参

考として、計画地に適した樹種を選定する。 

・地上部緑化として、高木、中木等を植栽する。 
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表 4.2-5(4) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

みどりの新戦略ガイ

ドライン 

(平成18年１月) 

・公共施設におけるみどりの創出 ・江東区みどりの条例における緑化基準（地上部

緑化面積約 4,308m2、建築物上緑化面積約

2,332m2、接道部緑化延長約223m）を満たす地上

部緑化約4,797m2、建築物上緑化約2,359m2、接道

部緑化約235mを植栽する計画としている。 

・東京湾岸に生育可能な植物による緑環境の形成

を行う計画としている。 

・植栽樹種は、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成26 年５月 東京都環境局）等を参

考として、計画地に適した樹種を選定する。 

・地上部緑化として、高木、中木等を植栽する。 

東京都景観計画

(2011年４月改定版) 

(平成23年４月) 

・活力と魅力ある「水の都」づくり 

・河川や運河沿いの開発による水辺

空間の再生 

・形態を工夫し素材感のある外壁とする。 

・必要天井高さに合わせた反りのある断面形状と

するほか、建物低層部の素材をガラスとし上部

の素材と分け、より軽やかな印象に設えること

で周囲への圧迫感を軽減するよう周辺の環境に

配慮する。 

・ボリュームの小さいサブアリーナを南側とし、

メインアリーナを北側とすることで、敷地南側

の近隣マンションへの圧迫感を軽減する。 

・通り沿いやデッキの緑化を積極的に行うことで、

緑のネットワークを形成し、公園・水辺へと緑

をつなぐ。 

・地上部の高木、中木、低木の植栽、建築物上及

び壁面緑化により、南西側交差点部から有明親

水海浜公園（仮称）まで緑を連続させる広がり

のある緑地や南側周辺住環境に配慮した、バッ

ファー（緩衝帯）となる緑地を整備する。 

・建物外観は水辺の開放な景観にあわせた白色系

の色彩計画とするなど、水辺と緑及び周辺の建

物と調和し、明るく清涼感のある印象となるよ

う配慮する。 

東京都廃棄物処理計

画 

＜平成23年度-平成

27年度＞ 

(平成23年６月) 

・３Ｒ施策の促進 

・適正処理の促進 

・江東区の分別方法に従い、古紙、びん、缶、ペ

ットボトル、発泡トレイ、発泡スチロール、容

器包装プラスチックは、資源として分別回収を

行う計画とする。 

・東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針も踏まえ、事業系廃棄物の分別回収等、廃棄

物の循環利用を進める。 
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表 4.2-5(5) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

東京都建設リサイク

ル推進計画 

(平成20年４月) 

・建設泥土を活用する 

・建設発生土を活用する 

・廃棄物を建設資材に活用する 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土は、一部

を計画地内の埋戻し土等に利用するほか、場外

に搬出する場合には、受入基準を満足している

ことを確認のうえ、関係法令に係る許可を受け

た施設において、適正な処理を行う。 

・基礎工事等における建設泥土については、減量

化に努め、場外へ搬出する場合には、再資源化

施設に搬出する。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(平成12年法律第104号)に基づく特定建設資材

廃棄物については現場内で分別解体を行い、現

場で利用できないものは現場外で再資源化を行

う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、

排出、再利用促進及び不要材の減量等を図る。

再利用できないものは、運搬・処分の許可を得

た業者に委託して処理・処分を行い、その状況

はマニフェストにより確認する。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠

の採用や部材のプレハブ化等により木材系型枠

材の使用量を低減する。 
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表 4.2-5(6) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

江東区環境基本計画 

(平成27年３月) 

本計画では、施策の体系として、

以下の6つの柱を示している。 

・地球温暖化・エネルギー対策の推

進～KOTO 低炭素プラン～ 

・循環型社会の形成 

・自然との共生 

・環境に配慮した快適なまちづくり

の推進 

・安全・安心な生活環境の確保 

・環境教育及びパートナーシップの

推進 

・設備設置においては、「エネルギー基本計画」等

を踏まえ、再生可能エネルギーの利用を検討し、

太陽光発電設備、太陽熱利用設備、地中熱利用

設備、コージェネレーションの導入を予定する。 

・太陽光発電設備は、受変電設備との系統連系に

より、発電電力を施設電力として利用する計画

とする。 

・太陽光発電設備は、ディジタルサイネージ設備

と連携して、発電量の見える化による環境配

慮・省エネへの取り組みを啓発するシステムと

する。 

・都市ガスを燃料とする系統連系可能な常用発電

機を設置し、排熱を100％有効利用する計画（コ

ージェネレーション）とする。 

・蓄電池システムにより、太陽光発電電力を夜間

にも有効に活用する計画とする。 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土は、一部

を計画地内の埋戻し土等に利用するほか、場外

に搬出する場合には、受入基準を満足している

ことを確認のうえ、関係法令に係る許可を受け

た施設において、適正な処理を行う。 

・基礎工事等における建設泥土については、減量

化に努め、場外へ搬出する場合には、再資源化

施設に搬出する。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

(平成12年法律第104号)に基づく特定建設資材

廃棄物については現場内で分別解体を行い、現

場で利用できないものは現場外で再資源化を行

う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、

排出、再利用促進及び不要材の減量等を図る。

再利用できないものは、運搬・処分の許可を得

た業者に委託して処理・処分を行い、その状況

はマニフェストにより確認する。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠

の採用や部材のプレハブ化等により木材系型枠

材の使用量を低減する。 
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表 4.2-5(7) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

江東区環境基本計画 

(平成27年３月) 

本計画では、施策の体系として、

以下の6つの柱を示している。 

・地球温暖化・エネルギー対策の推

進～KOTO 低炭素プラン～ 

・循環型社会の形成 

・自然との共生 

・環境に配慮した快適なまちづくり

の推進 

・安全・安心な生活環境の確保 

・環境教育及びパートナーシップの

推進 

・江東区の分別方法に従い、古紙、びん、缶、ペ

ットボトル、発泡トレイ、発泡スチロール、容

器包装プラスチックは、資源として分別回収を

行う計画とする。 

・東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針も踏まえ、事業系廃棄物の分別回収等、廃棄

物の循環利用を進める。 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目が

あるものについては、積極的に適用品目を利用

する計画である。 

・「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針」（平成27年３月 東京都）も踏まえ、再生骨

材コンクリート等のエコマテリアルの採用を検

討する。 

・一部木造化・木質化を計画している。 

江東区景観計画 

(平成25年４月 

平成26年11月 

一部改定) 

本計画は、次の5つの基本理念を掲

げ、良好な景観形成に取り組むとし

ている。 

・豊かな水辺とみどりにより自然が

感じられるまちをつくること 

・伝統のある下町文化を継承するま

ちをつくること 

・地域イメージを持つ個性的なまち

をつくること 

・都市環境を意識したまちをつくる

こと 

・人にやさしくやすらぎのあるまち

をつくること 

・形態を工夫し素材感のある外壁とする。 

・必要天井高さに合わせた反りのある断面形状と

するほか、建物低層部の素材をガラスとし上部

の素材と分け、より軽やかな印象に設えること

で周囲への圧迫感を軽減するよう周辺の環境に

配慮する。 

・ボリュームの小さいサブアリーナを南側とし、

メインアリーナを北側とすることで、敷地南側

の近隣マンションへの圧迫感を軽減する。 

・通り沿いやデッキの緑化を積極的に行うことで、

緑のネットワークを形成し、公園・水辺へと緑

をつなぐ。 

・地上部の高木、中木、低木の植栽、建築物上及

び壁面緑化により、南西側交差点部から有明親

水海浜公園（仮称）まで緑を連続させる広がり

のある緑地や南側周辺住環境に配慮した、バッ

ファー（緩衝帯）となる緑地を整備する。 

・建物外観は水辺の開放な景観にあわせた白色系

の色彩計画とするなど、水辺と緑及び周辺の建

物と調和し、明るく清涼感のある印象となるよ

う配慮する。 
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表 4.2-5(8) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

江東区みどりと自然

の基本計画 

(平成19年７月) 

本計画の基本方針として、以下を

設定している。 

・河川や運河等の水辺からまちへと

広がる みどりの帯をつくる 

・海辺のうるおいとまちのにぎわい

が融合する 江東区らしい臨海部

の魅力を発信 

・みんなに利用される公園へ、くつ

ろぎと交流の空間としての質を高

める 

・身近にふれあう美しいみどりを、

区民と行政がいっしょになって世

話をし、はぐくむ 

・自然からの恩恵を実感することを

通じて、みんなで自然を大切には

ぐくむ意識を養う 

・江東区みどりの条例における緑化基準（地上部

緑化面積約 4,308m2、建築物上緑化面積約

2,332m2、接道部緑化延長約223m）を満たす地上

部緑化約4,797m2、建築物上緑化約2,359m2、接道

部緑化約235mを植栽する計画としている。 

・東京湾岸に生育可能な植物による緑環境の形成

を行う計画としている。 

・植栽樹種は、「植栽時における在来種選定ガイド

ライン」（平成26 年５月 東京都環境局）等を参

考として、計画地に適した樹種を選定する。 

・地上部緑化として、高木、中木等を植栽する。 

江東区一般廃棄物処

理基本計画 

(平成24年３月) 

基本指標1 区民1人あたり1日の 

資源・ごみの発生量(g/

人日)  

平成22年度 752ｇ → 

平成33年度 717ｇ  

基本指標2 区民1人あたり1 日の 

区収集ごみ量(g/人日)  

平成22年度 567ｇ →  

平成33年度 531ｇ  

基本指標3 資源化率 

平成22年度 25.6％ →  

平成33年度 27.3％ 

基本指標4 大規模建築物事業者の 

再利用率  

平成22年度 68.2％ →  

平成33年度 71.2％  

※大規模建築物事業者に対して立入

指導等を実施することにより、再

利用計画書の再利用率を平成33年

度までに71.2％まで改善すること

を目指す。 

・江東区の分別方法に従い、古紙、びん、缶、ペ

ットボトル、発泡トレイ、発泡スチロール、容

器包装プラスチックは、資源として分別回収を

行う計画とする。 

・東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針も踏まえ、事業系廃棄物の分別回収等、廃棄

物の循環利用を進める。 
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表 4.2-5(9) 環境保全に関する計画等への配慮の内容 

計画等の名称 計画等の概要 本事業で配慮した事項 

江東区分別収集計画 

（平成25年６月) 

本計画は、「容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進等に関する法

律」（容器包装リサイクル法）に基づ

き、区市町村が、びん・缶・ペット

ボトルなどの容器包装廃棄物を分別

収集する際の基本的な事項を定めた

ものである。 

容器包装廃棄物の分別収集に関す

ること、区民・事業者・行政のそれ

ぞれの役割、取り組むべき方針を定

め、循環型社会の形成を目指す。 

・江東区の分別方法に従い、古紙、びん、缶、ペ

ットボトル、発泡トレイ、発泡スチロール、容

器包装プラスチックは、資源として分別回収を

行う計画とする。 

・東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方

針も踏まえ、事業系廃棄物の分別回収等、廃棄

物の循環利用を進める。 

 

KOTO低炭素プラン 

江東区地球温暖化対

策実行計画 

(平成22年３月) 

環境基本計画のさまざまな分野に

盛り込まれた温暖化対策等を「KOTO 

低炭素プラン（江東区地球温暖化対

策実行計画）」として改めて整理する

とともに、取り組むべき具体的な行

動内容を示すことで、区民・事業者・

区の連携と協力を推進し、削減目標

の達成を目指していくものである。 

［地球環境貢献目標］ 

（H17(2005)年度比） 

◆短期目標：平成26年度までに －10％ 

◆中期目標：平成32年度までに －20％ 

◆長期目標：平成62年度までに －80％ 

・設備設置においては、「エネルギー基本計画」等

を踏まえ、再生可能エネルギーの利用を検討し、

太陽光発電設備、太陽熱利用設備、地中熱利用

設備、コージェネレーションの導入を予定する。 

・太陽光発電設備は、受変電設備との系統連系に

より、発電電力を施設電力として利用する計画

とする。 

・太陽光発電設備は、ディジタルサイネージ設備

と連携して、発電量の見える化による環境配

慮・省エネへの取り組みを啓発するシステムと

する。 

・都市ガスを燃料とする系統連系可能な常用発電

機を設置し、排熱を100％有効利用する計画（コ

ージェネレーション）とする。 

・蓄電池システムにより、太陽光発電電力を夜間

にも有効に活用する計画とする。 
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4.3  有明アリーナの計画の策定に至った経過 

有明アリーナは、立候補ファイルにおいて、オリンピックのバレーボール、パラリンピックのシ

ッティングバレーボール会場として利用するため、新設する計画とされた。（現在は、パラリンピ

ックは車いすバスケットボール（決勝）会場に変更されている。） 

その後、東京都は、招致の時点で作成した会場計画について都民の理解を得て実現できるよう、

大会組織委員会とともに、「レガシー」、「都民生活への影響」、「整備費」の３つの視点で会場計画

の再検討を行うこととして、平成 26年 12月に「新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー

会議」を設立し、東京都が新規に整備する恒久施設等が都民共通の貴重な財産として、大会後も有

効活用されるよう、幅広い知見を持つ専門家から意見を求め、後利用の方向性についてブラッシュ

アップを図ることを目的として、検討を進めてきた。 

平成 27年 10月には、新たに整備するオリンピック・パラリンピック競技施設の設計等について、

その妥当性を確保しながら整備を進めるため、外部の専門知識を有する者から構成される「都立競

技施設整備に関する諮問会議」を設置し、有明アリーナの基本設計について意見を聴取した。 

平成 29 年４月に、前述のアドバイザリー会議の意見等を踏まえ、東京都としての施設運営計画

を公表し、本施設は、大会後、国際大会などの質の高いスポーツ観戦機会を提供し、スポーツムー

ブメントを創出するとともに、コンサート等のイベント開催による文化の発信により、東京の新た

なスポーツ・文化拠点としていくこととした。 
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5.  調査結果の概略 

本フォローアップ調査は、大会開催前その１の時点における「大気等」、「騒音・振動」の調査結果

である。調査結果の概略は、表 5-1に示すとおりである。 

 

表 5-1 調査結果の概略 

項 目 調査結果の概略 

1. 大気等 ア．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果は、年平均値であるのに対し、フォローアップ

調査結果は期間平均値であるために単純な比較はできないが、調査期間における二酸化窒素

の期間平均値は 0.025ppm、浮遊粒子状物質の期間平均値は 0.018 mg/m3であり、いずれの項

目も予測結果を下回っていた。 

大気汚染に係る環境基準は、二酸化窒素については日平均値の年間 98％値、浮遊粒子状物

質については日平均値の年間 2％除外値によって判断されるものであることから、環境基準と

本調査結果との単純な比較はできない。ただし、調査期間における二酸化窒素の 1 時間値の

日平均の最大値は A 地点で 0.038ppm（公定法）、0.043ppm（簡易法）、B 地点で 0.041ppm、C

地点で 0.042ppmであり、環境基準（１時間値の１日平均値が 0.04～0.06ppmまでのゾーン内

又はそれ以下）の範囲内であった。浮遊粒子状物質については、調査期間における 1 時間値

の日平均の最大値は 0.030mg/m3であり、環境基準（日平均値が 0.10mg/m3 以下）を下回って

いた。 

評価書提出時には、地盤改良・山留工事及び杭工事が同時に実施される時点を影響が最大

になる時点として想定していた。実際は、工事工程の平準化等により、杭工事及び掘削工事

が実施される時期に影響が最大となったため、これらの工事を調査対象とした。 

建設機械の稼動状況について、ボーリングマシン等一部の建設機械が使用されておらず、

台数が低減されていた。また、バックグラウンド濃度については、評価書提出時より低い値

となっていた。 

建設機械の稼動にあたっては、工事の平準化及び建設機械の効率的稼働に努めたほか、空

ぶかしの禁止やアイドリングストップの励行等に努めたことにより、建設機械の稼動に伴う

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の寄与分は低減されたと考える。 

2. 騒音・振動 ア．建設機械の稼働に伴う騒音 

建設作業騒音レベルのフォローアップ調査結果は、１時間値の最大値が 72dBであり、勧告

基準値を下回っていたが、予測結果を上回っていた。 

計画地北面及び東面の仮囲いはセキュリティ上見通しを良くするために鋼板ではなく透視

性メッシュパネルを使用しているため、フォローアップ調査結果は予測結果を超過したと考

える。 

評価書提出時には、地盤改良・山留工事及び杭工事が同時に実施される時点を影響が最大

になる時点として想定していた。実際は、工事工程の平準化等により、杭工事及び掘削工事

が実施される時期に影響が最大となったため、これらの工事を調査対象とした。 

建設機械の稼動状況については、ボーリングマシン等一部の建設機械が使用されておらず、

台数が低減されていたほか、フォローアップ調査時において、建設機械配置は、評価書にて

想定した配置と比較し、敷地境界より離れて配置されていた。 

建設機械の稼動に当たっては工事の平準化及び建設機械の効率的稼働など騒音の低減に努

めており、今後もより一層、環境保全のための措置を徹底していく。 

 

イ．建設機械の稼働に伴う振動 

建設作業振動レベルのフォローアップ調査結果は、１時間値の最大値が 45dBであり、勧告

基準値及び予測結果を下回った。 

評価書提出時には、地盤改良・山留工事及び杭工事が同時に実施される時点を影響が最大

になる時点として想定していた。実際は、工事工程の平準化等により、杭工事が主に実施さ

れる時期に影響が最大となったため、これらの工事を調査対象とした。また、建設機械の稼

動状況について、台数が低減されていたほか、フォローアップ調査時において、建設機械配

置は、評価書にて想定した配置と比較し、敷地境界より離れて配置されていた。 

以上のことから、建設機械の効率的稼働と作業の平準化を図った施工計画・工程管理を行

うことで、建設機械の集中稼働を避けた工事を行うことができ、建設機械の稼動に伴う振動

レベルの寄与分は低減されたと考える。 
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6. フォローアップの実施者 

〔実施者〕 

名 称：東京都 

代表者：東京都知事  小池 百合子 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

7. その他 

7.1  東京 2020 大会に係る実施段階環境アセスメント及びフォローアップの全対象事業についての実

施段階環境アセスメント及びフォローアップの実施予定又は経過 

有明アリーナの実施段階環境アセスメントの経過は、表 7.1-1に示すとおりである。 

また、フォローアップの進捗状況及び実施予定は、表 7.1-2に示すとおりである。なお、平成 29

年１月に提出したフォローアップ計画書では工事用車両の走行に係る「大気等」、「騒音・振動」、「交

通渋滞」の報告時期は大会開催前その１であったが、計画地周辺に位置する有明体操競技場、有明

テニスの森の整備に伴う工事用車両との合計台数が最大となる時期に調査を実施し、フォローアッ

プ報告書（大会開催前その２）にて報告することとする。 

表 7.1-1 有明アリーナの実施段階環境アセスメントの経過 

実施段階環境アセスメントの経過 

環境影響評価調査計画書が公表された日 平成 26年３月 28日 

 意見を募集した日 平成 26年３月 28日～平成 26年４月 16日 

都民の意見 82件注） 

調査計画書審査意見書が送付された日 平成 26年５月 29日 

環境影響評価書案が公表された日 平成 28年２月 15日 

 意見を募集した日 平成 28年２月 15日～平成 28年３月 30日 

都民の意見 ３件 

環境影響評価書案審査意見書が送付された日 平成 28年５月 17日 

環境影響評価書が公表された日 平成 29年１月 10日 

フォローアップ計画書が公表された日 平成 29年 1月 11日 

フォローアップ報告書（大会開催前その１）が

公表された日 

平成 29年 12月 18日 

注）環境影響評価調査計画書は、都内の全会場等を対象として、意見募集を実施した。 
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7.2  調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、そ

の委託を受けた者の氏名及び住所 

〔作成者〕 

名 称：東京都 

代表者：東京都知事  小池 百合子 

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

 

〔受託者〕 

名 称：日本工営株式会社 

代表者：代表取締役社長 有元 龍一 

所在地：東京都千代田区九段北一丁目 14番６号 
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表 7.1-2 フォローアップの進捗状況 

 

工事及び調査内容 工事着工からの月数

工事用車両の走行

建設機械の稼働

ミティゲーション

賦存地の改変

生育・生息基盤の創出の有無等

ミティゲーション

陸上植物の変化の内容等

陸上動物の変化の内容等

生育・生息環境の変化の内容等

生態系の変化の内容等

ミティゲーション

植栽内容及び緑の量の変化

ミティゲーション

工事用車両の走行

建設機械の稼働

ミティゲーション

地域景観の特性の変化

景観阻害又は貢献

眺望の変化

圧迫感の変化の程度

緑視率の変化

景観阻害要因の変化

ミティゲーション

阻害又は促進

利用経路に与える影響

ミティゲーション

廃棄物の排出量及び再利用量等

ミティゲーション

エコマテリアルの利用への取組等

ミティゲーション

自然地の改変・転用の有無等

ミティゲーション

交通量及び交通流の変化

ミティゲーション

交通安全の変化

ミティゲーション

凡　例 ：調査時点 ：継続調査 ：報告

地盤改良・山留工事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

フ

ォ
ロ
ー

ア

ッ
プ
調
査
工
程

大会の開催前

緑

生物・生態系 大会の開催前

土地利用

廃棄物

騒音・振動

大会の開催前

交通安全 大会の開催前

交通渋滞 大会の開催前

報告書提出時期

大会の開催前

○

大会の開催前

エコマテリアル 大会の開催前

○

4636 44 4531 32 33 3430 47 4837 38 39 40 41 42 4321 22 23 24 3525 26 27 28 2915 16 17 18 19 209 10 11 12 13 143 4 5 6 7 8

11月 12月

1 2

5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月 4月
年・月

1月 2月

工
事
工
程

3月 4月

大気等 大会の開催前

生物の生育・
生息基盤

大会の開催前

大会の開催前 ○

○

○

準備工事

杭工事等

掘削工事

基礎躯体工事

地上躯体工事

外構工事等

屋根鉄骨工事

仕上・設備工事

本体工事

大会の開催前
自然との触れ合い

活動の場

景　観

5月 6月 7月 8月 9月 10月

○

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

大会開催前その２大会開催前その１
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8. 調査の結果及びミティゲーションの実施状況 

8.1 大気等 

8.1.1 調査事項 

調査事項は、表 8.1-1 に示すとおりである。 

表 8.1-1 調査事項 

区 分 調査事項 

予測した事項 ・建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

予測条件の状況 

・気象の状況(風向・風速) 

・バックグラウンド濃度の状況 

・建設機械の稼働状況(種類、台数、規格、稼働時間) 

ミティゲーショ

ンの実施状況 

〔工事用車両に対するミティゲーション〕 

・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮のため、極力、沿道に住居等が存在しな

い湾岸道路等を利用する。 

・工事用車両に付着した泥土等が場外に飛散しないよう、出入口付近に洗車施設を設けて

必要に応じてタイヤ等の洗浄を行う等、土砂・粉じんの飛散防止に努める。 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、良質な燃料を使用するとともに、適切なアイドリ

ングストップ等のエコドライブ及び定期的な整備点検の実施を周知・徹底する。 

・施工業者に対する指導を徹底し、工事用車両の過積載を防止する。 

・工事用車両が一時的に集中しないよう、可能な限り計画的かつ効率的な運行管理に努め

る。 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用する等通勤車両の削減に努めるよう

指導する。 

・計画地からの工事用車両の出入りに際しては交通整理員を配置し、通勤・通学をはじめ

一般歩行者の通行に支障を与えないよう配慮するとともに、交通渋滞とそれに伴う大気

汚染への影響の低減に努める。また、適宜清掃員を配置し、清掃に努める。 

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行の徹底、市街地での待機や違法駐車等をする

ことがないよう、運転者への指導を徹底する。 

・計画地周辺において同時期に行われる事業の事業者との情報共有を行う。 

〔建設機械に関するミティゲーション〕 

・排出ガス対策型建設機械（第二次基準値）を使用する。 

・工事区域周辺には仮囲い（3.0m）を設置する。 

・周辺に著しい影響を及ぼさないように、可能な限り工事の平準化に努める等事前に作業

計画を十分検討する。 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化及び建設機械の効率

的稼働に努める。 

・最新の排出ガス対策型建設機械（第三次基準値）の使用に努める。 

・必要に応じて散水の実施、粉じん飛散防止シートの設置等、粉じんの飛散対策を講じる。

・良質な燃料を使用する。 

・アイドリングストップの掲示等を行い、不要なアイドリングの防止を徹底する。 

・建設機械の稼働に当たっては、不必要な空ぶかし、急発進等の禁止を徹底する。また、

建設機械に能力以上の負荷をかけないよう徹底する。 

・建設機械は、定期的に整備点検を行い、故障や異常の早期発見に努める。 

・環境保全のための措置を徹底するために、工事現場内を定期的にパトロールし、建設機

械の稼働に伴う影響を低減する環境保全のための措置の実施状況を確認・指導する。 

・建築工事に関する住民からの問い合わせに対しては、迅速かつ適切な対応を行う。 

〔工事用車両及び建設機械に関するミティゲーション〕 

・大気汚染に関する住民からの問い合わせに対しては、迅速かつ適切な対応を行う。 

・環境保全のための措置については、現場内での掲示や定例会議、現場内朝礼、作業打合

せ等を通じてすべての作業員にその遂行を徹底するよう、施工業者に対して指導を行う。
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8.1.2 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

8.1.3 調査手法 

調査手法は、表 8.1-2(1)及び(2)に示すとおりである。 

 表 8.1-2(1) 調査手法 

調査事項 
建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃

度 

調査時点 

平成29年１月に提出したフォローアップ計画書では建設機械の稼動に伴う大気汚染

物質の排出量が最大となる平成 29 年６月（工事着工後６か月目）とした。 

提出後に工事工程が変更したことにより、建設機械の稼働に伴う大気汚染物質の排

出量が最大となる時点に変更が生じたため、調査時点を平成 29 年９月（工事着工後

９か月目）とした。 

調
査
期
間 

予測した事項 建設機械の稼動による大気等への影響が最大となる 1週間とした。 

予測条件の状況 

【気象の状況、バックグラウンド濃度の状況】 

「予測した事項」と同一期間とした。 

【建設機械の稼働状況】 

建設機械の稼動による大気等への影響が最大となる平成 29 年９月 15 日とした。 

ミティゲーション

の実施状況 
工事の施工中の適宜とした。 

調
査
地
点 

予測した事項 

予測により求められた最大着地濃度地点付近とし、計画地西側敷地境界付近１地点

(図 8.1-1 に示す地点 No.A)とした。 

なお、二酸化窒素については、参考として計画地北側及び南側敷地境界付近(図 8.1-1

に示す地点 No.B 及び No.C)においても簡易測定法による調査を行った。 

予測条件の状況 

【気象の状況】 

東京管区気象台（風向及び風速）とした。 

【バックグラウンド濃度の状況】 

計画地周辺の大気汚染常時観測局とした。 

【建設機械の稼働状況】 

計画地とした。 

ミティゲーション

の実施状況 
計画地及びその周辺とした。 
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表 8.1-2 (2) 調査手法 

調査事項 
建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃

度 

調
査
手
法 

予測した事項 

◎ 二酸化窒素 

・No.A 

「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和 53 年７月環境庁告示第 38 号)に定

める方法 (JIS B 7953)) 及び簡易測定法(PTIO 法) 

・No.B、C 

簡易測定法(PTIO 法) 

◎ 浮遊粒子状物質 

・No.A 

「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年５月環境庁告示第 25 号)に

定める方法 (JIS B 7954) 

予測条件の状況 

【気象の状況】 

東京管区気象台（風向及び風速）の観測値の整理による方法とした。 

【バックグラウンド濃度の状況】 

計画地周辺の大気汚染常時観測局の観測値の整理による方法とした。 

【建設機械の稼働状況】 

現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とした。 

ミティゲーション

の実施状況 
現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とした。 



8.1 大気等 

- 36 - 

 

図 8.1.3-2 建設機械の稼働に伴う大気質の調査地点 

 

 図 8.1-1 
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8.1.4 調査結果 

(1) 調査結果の内容 

 1) 予測した事項 

ア．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査結果（公定法）は、表 8.1-3 に示すとおりである。 

二酸化窒素の１時間値の日平均値は、0.008～0.038ppm、日最大値は、0.020～0.078ppm、

期間平均値（７日間）は、0.025ppm であった。 

浮遊粒子状物質の１時間値の日平均値は、0.009～0.030mg/m3、日最大値は、0.020～

0.046mg/m3、期間平均値（７日間）は、0.018mg/m3であった。 

表 8.1-3 建設機械の稼働に伴う大気質の調査結果（公定法） 

項  目 
9/15 

(金) 

9/16 

(土) 

9/17 

(日) 

9/18 

(月) 

9/19 

(火) 

9/20 

(水) 

9/21 

(木) 
期間値 

二酸化窒素 

(ppm) 

平均値 0.028 0.018 0.008 0.016 0.031 0.035 0.038 0.025 

最大値 0.060 0.053 0.020 0.046 0.058 0.078 0.074 0.078 

浮遊粒子状 

物質 

(mg/m3) 

平均値 0.017 0.018 0.009 0.015 0.017 0.030 0.019 0.018 

最大値 0.028 0.039 0.020 0.033 0.028 0.046 0.043 0.046 

注）各調査日の値は、0：00～翌0：00の値である。 

 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の調査結果（簡易法）は、表 8.1-4 に示すとおりである。

二酸化窒素の日平均値は、No.A 地点で 0.013～0.043ppm、期間平均値（７日間）は、0.029ppm、

No.B 地点で 0.011～0.041ppm、期間平均値（７日間）は、0.024ppm、No.C 地点で 0.014～

0.042ppm、期間平均値（７日間）は、0.026ppm であった。なお、公定法による調査結果と簡

易法による調査結果の日平均値の比較は、図 8.1-2 に示すとおりである。公定法と簡易法で

は概ね同様な傾向を示している。 

 

表 8.1-4 建設機械の稼働に伴う大気質の調査結果（二酸化窒素（簡易法）） 

単位：ppm 

調査地点 
9/15 

(金) 

9/16 

(土) 

9/17 

(日) 

9/18 

(月) 

9/19 

(火) 

9/20 

(水) 

9/21 

(木) 
期間値 

№A 0.032 0.018 0.013 0.019 0.040 0.043 0.039 0.029 

№B 0.022 0.011 0.011 0.019 0.035 0.041 0.030 0.024 

№C 0.023 0.020 0.014 0.016 0.034 0.042 0.031 0.026 

注1) 表中の地点番号は、図8.1-1（p.36参照）に対応する。 

 2) 各調査日の値は、8：00から24時間調査を行った値である。 
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図 8.1-2 公定法と簡易法の測定値の比較（二酸化窒素） 
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 2)  予測条件の状況 

ア．気象の状況 

気象の状況の調査結果は、表 8.1-5 に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査期間における主風向は北北西で、平均風速は 2.9m/s、

日最大風速は 9.7m/s、静穏率(風速 0.4m/s 以下を静穏とした)は 0.0％であった。 

表 8.1-5 気象観測結果(東京局） 

項  目 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査期間 

期間値9/15 

(金) 

9/16 

(土) 

9/17 

(日) 

9/18 

(月) 

9/19 

(火) 

9/20 

(水) 

9/21 

(木) 

風向 

(16 方位) 

最多風向 NNW NE NNW S SSE NW NW NNW 

最多風向 

出現率(％) 
25.0 37.5 29.2 33.3 20.8 16.7 29.2 13.7 

静穏率(％) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

風速 

(m/s) 

最大値 5.8 4.6 4.0 9.7 4.8 4.4 5.9 9.7 

最小値 1.4 1.4 0.9 1.5 0.9 0.7 0.9 0.7 

平均値 3.1 2.5 2.5 4.6 2.4 2.2 3.0 2.9 

注）大気質の測定時間に合わせ、0：00～翌 0：00 で集計している。 

出典：｢過去の気象データ検索｣（平成 29 年 10 月 30 日参照 気象庁ホームページ） 

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php   
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イ．バックグラウンド濃度の状況 

バックグラウンド濃度の状況は、表 8.1-6(1)～(3)に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査期間における二酸化窒素の１時間値の日平均値は、

0.009～0.034ppm、日最大値は、0.060～0.072ppm、期間平均値（７日間）は、0.017～0.019ppm

であった。また、浮遊粒子状物質の１時間値の日平均値は、0.007～0.033mg/m3、日最大値は、

0.059～0.072mg/m3、期間平均値（７日間）は、0.016～0.019mg/m3であった。 

表 8.1-6 (1) バックグラウンド濃度の状況(中央区晴海測定局） 

項  目 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査期間 

期間値 9/15 

(金) 

9/16 

(土) 

9/17 

(日) 

9/18 

(月) 

9/19 

(火) 

9/20 

(水) 

9/21 

(木) 

二酸化窒素 

(ppm) 

平均値 0.015 0.011 0.010 0.015 0.022 0.034 0.023 0.018 

最大値 0.049 0.015 0.018 0.038 0.048 0.071 0.062 0.071 

浮遊粒子状 

物質 

(mg/m3) 

平均値 0.012 0.013 0.007 0.021 0.018 0.031 0.017 0.017 

最大値 0.026 0.019 0.013 0.059 0.031 0.044 0.039 0.059 

注）大気質の測定時間に合わせ、0：00～翌 0：00 で集計している。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29 年 10 月 30 日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

表 8.1-6 (2) バックグラウンド濃度の状況(港区台場測定局） 

項  目 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査期間 

期間値 9/15 

(金) 

9/16 

(土) 

9/17 

(日) 

9/18 

(月) 

9/19 

(火) 

9/20 

(水) 

9/21 

(木) 

二酸化窒素 

(ppm) 

平均値 0.017 0.013 0.011 0.013 0.024 0.032 0.026 0.019 

最大値 0.048 0.020 0.020 0.038 0.049 0.066 0.072 0.072 

浮遊粒子状 

物質 

(mg/m3) 

平均値 0.014 0.014 0.008 0.022 0.020 0.033 0.020 0.019 

最大値 0.026 0.021 0.014 0.059 0.031 0.048 0.043 0.059 

注）大気質の測定時間に合わせ、0：00～翌 0：00 で集計している。 

出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29 年 10 月 30 日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 

表 8.1-6 (3) バックグラウンド濃度の状況(江東区豊洲測定局） 

項  目 

建設機械の稼働に伴う大気質の調査期間 

期間値 9/15 

(金) 

9/16 

(土) 

9/17 

(日) 

9/18 

(月) 

9/19 

(火) 

9/20 

(水) 

9/21 

(木) 

二酸化窒素 

(ppm) 

平均値 0.013 0.013 0.009 0.009 0.021 0.031 0.024 0.017 

最大値 0.026 0.021 0.016 0.038 0.052 0.060 0.060 0.060 

浮遊粒子状 

物質 

(mg/m3) 

平均値 0.011 0.012 0.009 0.017 0.016 0.029 0.015 0.016 

最大値 0.024 0.019 0.015 0.072 0.030 0.046 0.034 0.072 

注）大気質の測定時間に合わせ、0：00～翌 0：00 で集計している。 
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ウ．建設機械の稼働状況 

建設機械の稼働状況は、表 8.1-7 及び 図 8.1-1 に示すとおりである。 

表 8.1-7 建設機械の稼働状況(平成29年９月15日(金)) 

種類（規格） 
台
数

時 間 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

杭打機 6      
0.4m3バックホウ 1      
0.5m3バックホウ 8      
90t クローラークレーン 1      
100t クローラークレーン 1      
120t クローラークレーン 5      
発電機（125kVA） 3      
発電機（200kVA） 2      
発電機（350kVA） 2      
発電機（550kVA） 2      
発電機（700kVA） 1      
注）    は、建設作業時間帯を示す。 
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 図 8.1-1 建設機械の稼働状況(平成●年●月●日(●))  

調査日の建設機械配置図 
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 3) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.1-8(1)～(3)に示すとおりである。 

大気等に関する苦情は、平成 29 年 11 月までに２件あった。掘削作業に伴う粉じんに関する

ものが１件、強風時における粉じんに関するものが１件であったが、工種や気象条件に合わせ

た散水の徹底等、ミティゲーションの実施を徹底し、粉じんの飛散防止に努めた。 

表 8.1-8(1) ミティゲーションの実施状況(工事用車両) 

ミティゲーション 実施状況 

・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配

慮のため、極力、沿道に住居等が存在しない

湾岸道路等を利用する。 

近隣への影響を配慮した走行ルートをあらかじめ設定し、

安全衛生協議会や施工前打合せ等で協力業者へ事前指導し

ている。 

・工事用車両に付着した泥土等が場外に飛散し

ないよう、出入口付近に洗車施設を設けて必

要に応じてタイヤ等の洗浄を行う等、土砂・

粉じんの飛散防止に努める。 

工事用車両の出入口付近にタイヤ洗浄設備を設置すると

ともに、出入口廻りの地盤面をコンクリート舗装化したり場

内の通行ルートは鉄板を敷くことで土砂・粉じんの飛散防止

に努めている。（写真 8.1-1） 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、良質な

燃料を使用するとともに、適切なアイドリン

グストップ等のエコドライブ及び定期的な整

備点検の実施を周知・徹底する。 

可能な限り低公害型の工事用車両を採用するよう努めて

いる。また、工事用車両の燃料については、良質な軽油・ガ

ソリンの使用に努めている。朝礼や職長会パトロール時には

アイドリングストップの厳守や不正燃料の使用禁止等、運転

者へ指導を行うとともに、アイドリングストップ厳守に関わ

る掲示を行い、関係者への周知・徹底を図っている。（写真

8.1-2～写真 8.1-4） 

・施工業者に対する指導を徹底し、工事用車両

の過積載を防止する。 

朝礼等で工事用車両の過積載を防止するよう指導を行っ

た。建設発生土等の場外搬出時には、トラックスケールによ

る積載重量の管理を行っている。（写真 8.1-3） 

・工事用車両が一時的に集中しないよう、可能

な限り計画的かつ効率的な運行管理に努め

る。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議において工事用車両

の総量を把握し、入退場時間や複数ある工事用車両出入口を

計画的に使用調整することで、計画的かつ効率的な運行管理

に努めている。（写真 8.1-5、写真 8.1-6） 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関

を利用する等通勤車両の削減に努めるよう指

導する。 

工程調整会議、安全衛生協議会、新規入場者教育等で公共

交通機関の積極的利用を促すとともに、通勤車両を利用する

場合はできるだけ乗合乗車とすることで台数削減に努める

よう指導している。（写真 8.1-6） 

・計画地からの工事用車両の出入りに際しては

交通整理員を配置し、通勤・通学をはじめ一

般歩行者の通行に支障を与えないよう配慮す

るとともに、交通渋滞とそれに伴う大気汚染

への影響の低減に努める。また、適宜清掃員

を配置し、清掃に努める。 

工事用車両の出入口付近に交通整理員を適正人数配置し、

歩行者等最優先の誘導を行うよう適宜指導するとともに、工

事用車両運転手へは交通整理員の誘導に従うよう指導して

いる。また適宜出入口付近の清掃を行っている。（写真

8.1-7） 

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行の

徹底、市街地での待機や違法駐車等をするこ

とがないよう、運転者への指導を徹底する。

周辺道路の現状分析を行い本現場に特化した運行ルール

を作成した。安全衛生協議会や朝礼等で運転者へ周知・徹底

を図っている。（写真 8.1-3） 

・計画地周辺において同時期に行われる事業の

事業者との情報共有を行う。 

作業間連絡調整会議において、周辺工事との情報共有を行

い、計画地周辺の工事用車両等の交通状況を把握している。

（写真 8.1-5） 

 



8.1 大気等 

- 44 - 

 

表 8.1-8(2) ミティゲーションの実施状況(建設機械) 

ミティゲーション 実施状況 

・排出ガス対策型建設機械（第二次基準値）

を使用する。 

建設機械は、極力排出ガス対策型建設機械（第２次基準値）

を使用している。（写真 8.1-8） 

・工事区域周辺には仮囲い（3.0m）を設置す

る。 

工事区域周辺には仮囲い（3.0m 鋼板パネル）を設置した。

北面と東面はセキュリティ上見通しをよくするために透視性

メッシュパネルを設置した。（写真 8.1-9） 

・周辺に著しい影響を及ぼさないように、可

能な限り工事の平準化に努める等事前に作

業計画を十分検討する。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議等で作業計画を検討

し、工事の平準化に努めている。（写真 8.1-5、写真 8.1-6）

・建設機械の集中稼働を行わないよう、可能

な限り工事工程の平準化及び建設機械の効

率的稼働に努める。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議等で作業計画を検討

し、工事の平準化及び建設機械の効率的稼働に努めている。

（写真 8.1-5、写真 8.1-6） 

・最新の排出ガス対策型建設機械（第三次基

準値）の使用に努める。 

可能な限り最新の排出ガス対策型建設機械（第３次基準値）

を使用している。（写真 8.1-10） 

・必要に応じて散水の実施、粉じん飛散防止

シートの設置等、粉じんの飛散対策を講じ

る。 

粉じんの飛散対策として、散水、粉じん飛散防止シートの

設置、作業路盤への鉄板設置、定期的な鉄板上の清掃に努め

ている。（写真 8.1-11～写真 8.1-13） 

・良質な燃料を使用する。 建設機械の燃料については、燃料に関する成績証明書によ

り品質を確認し、良質な燃料の使用に努めている。 

・アイドリングストップの掲示等を行い、不

要なアイドリングの防止を徹底する。 

アイドリングストップを朝礼等の場や掲示物で運転者へ周

知・徹底を図っている。（写真 8.1-2、写真 8.1-3） 

・建設機械の稼働に当たっては、不必要な空

ぶかし、急発進等の禁止を徹底する。また、

建設機械に能力以上の負荷をかけないよう

徹底する。 

不要な空ぶかしの禁止等、朝礼等の場や掲示物で運転者へ

周知・徹底を図っている。（写真 8.1-3） 

・建設機械は、定期的に整備点検を行い、故

障や異常の早期発見に努める。 

建設機械の持ち込み時における検査記録、年次点検等の法

令点検記録、日々の始業前点検を確実に実施することにより、

建設機械が適切に稼働するよう維持・管理に努めている。 

・環境保全のための措置を徹底するために、

工事現場内を定期的にパトロールし、建設

機械の稼働に伴う影響を低減する環境保全

のための措置の実施状況を確認・指導する。

職長会パトロールや安全パトロール等によって、アイドリ

ングストップの実施状況を確認し、朝礼や作業間連絡調整会

議時に指導を行っている。（写真 8.1-2、写真 8.1-3、写真

8.1-5） 

・建築工事に関する住民からの問い合わせに

対しては、迅速かつ適切な対応を行う。 

周知看板に作業内容を掲示し、担当者の連絡先等を掲示し、

迅速かつ適切な対応に努めている。（写真 8.1-14） 
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表 8.1-8(3) ミティゲーションの実施状況(工事用車両及び建設機械) 

ミティゲーション 実施状況 

・大気汚染に関する住民からの問い合わせに対

しては、迅速かつ適切な対応を行う。 

周知看板に作業内容を掲示し、担当者の連絡先等を掲示し、

迅速かつ適切な対応に努めている。（写真 8.1-14） 

・環境保全のための措置については、現場内で

の掲示や定例会議、現場内朝礼、作業打合せ

等を通じてすべての作業員にその遂行を徹底

するよう、施工業者に対して指導を行う。 

現場内での掲示や朝礼、新規入場者教育、作業間連絡調整

会議等で環境保全のための措置について適宜指導を行ってい

る。（写真 8.1-3、写真 8.1-5） 
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写真 8.1-1 タイヤ洗浄機 

 

 

 

 

 

朝礼時の写真 

 

 

 

写真 8.1-2 アイドリングストップの掲示 

 

 

 

 

 

タイヤ洗浄装置の写真 

 

 

 

写真 8.1-3 朝礼の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-4 職長会パトロール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-5 作業間連絡調整会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-6 工程調整会議の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-7 交通整理員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-8 排出ガス対策型建設機械(第２次基準値) 



8.1 大気等 

- 47 - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-9 仮囲い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-10 排出ガス対策型建設機械(第３次基準値)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-11 粉じん飛散防止シート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-12 場内散水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-13 鉄板清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.1-14 近隣窓口問い合わせ先掲示板 
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(2) 予測結果とフォローアップ調査結果との比較検討 

 1) 予測した事項及び予測条件の状況 

ア．建設機械の稼働に伴い発生する二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度 

建設機械の稼動に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の予測結果と

フォローアップ調査結果との比較は、表 8.1-9 及び表 8.1-10 に示すとおりである。また、建

設機械の種類及び稼働台数、バックグラウンド濃度についての、予測条件とフォローアップ調

査結果との比較は、表 8.1-11 及び表 8.1-12 に示すとおりである。 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の予測結果は、年平均値であるのに対し、フォローアップ調

査結果は期間平均値であるために単純な比較はできないが、調査期間における二酸化窒素の期

間平均値は 0.025ppm、浮遊粒子状物質の期間平均値は 0.018 mg/m3であり、いずれの項目も予

測結果を下回っていた。 

大気汚染に係る環境基準は、二酸化窒素については日平均値の年間 98％値、浮遊粒子状物質

については日平均値の年間 2％除外値によって判断されるものであることから、環境基準と本

調査結果との単純な比較はできない。ただし、調査期間における二酸化窒素の 1時間値の日平

均の最大値は A地点で 0.038ppm（公定法）、0.043ppm（簡易法）、B地点で 0.041ppm、C 地点で

0.042ppm であり、環境基準（１時間値の１日平均値が 0.04～0.06ppm までのゾーン内又はそれ

以下）の範囲内であった。浮遊粒子状物質については、調査期間における 1時間値の日平均の

最大値は 0.030mg/m3であり、環境基準（日平均値が 0.10mg/m
3 

以下）を下回っていた。 

評価書提出時には、地盤改良・山留工事及び杭工事が同時に実施される時点を影響が最大に

なる時点として想定していた。実際は、工事工程の平準化等により、杭工事及び掘削工事が実

施される時期に影響が最大となったため、これらの工事を調査対象とした。 

建設機械の稼動状況について、ボーリングマシン等一部の建設機械が使用されておらず、台

数が低減されていた。また、バックグラウンド濃度については、評価書提出時より低い値とな

っていた。 

建設機械の稼動にあたっては、工事の平準化及び建設機械の効率的稼働に努めたほか、空ぶ

かしの禁止やアイドリングストップの励行等に努めたことにより、建設機械の稼動に伴う二酸

化窒素及び浮遊粒子状物質の大気中における濃度の寄与分は低減されたと考える。 

表 8.1-9 予測結果とフォローアップ調査結果との比較 

項目 

平均値注)(ppm) 

予測結果 
フォローアップ 

調査結果 

二酸化窒素 公定法 

（ppm） 
0.0384 

0.025 

二酸化窒素 簡易法 

（ppm） 
0.029 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.0246 0.018 

注)予測結果では年平均値、フォローアップ調査結果では期間平均値を示す。 
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表 8.1-10 予測結果とフォローアップ調査結果との比較 

項目 

98％値、2％除外値注) 

環境基準 
予測結果 

フォローアップ 

調査結果 

二酸化窒素 公定法 

（ppm） 
0.062 

0.038 
日平均値が0.04から0.06ppm

までのゾーン内又はそれ以下二酸化窒素 簡易法 

（ppm） 
0.043 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 
0.056 0.030 日平均値が 0.10mg/m

3 

以下 

注)二酸化窒素の予測結果では年間 98％値、浮遊粒子状物質の予測結果では 2％除外値、フォローアップ調査結果で

は日平均値の期間最大値を示す。 
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表 8.1-11 建設機械の種類・台数 

項 目 

種 類 

評価書提出時 
汚染物質排出量最大月 

（準備工事着工後６か月目）
稼働台数(台/日) 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査日稼働台数 

（平成 29 年９月 15 日） 

一軸掘削機（杭打機） 9 6 

サイレントパイラー 2 0 

発電機（700ｋVA） 0 1 

発電機（550ｋVA） 0 2 

発電機（450ｋVA） 6 0 

発電機（350ｋVA） 0 2 

発電機（200ｋVA） 0 2 

発電機 2（125ｋVA） 6 3 

発電機 3（50ｋVA） 6 0 

0.1m3バックホウ 3 0 

0.45m3バックホウ 

（0.4～0.5m3バックホウ） 
6 9 

90ｔクローラークレーン 7 1 

100t クローラークレーン 0 1 

120ｔクローラークレーン 0 5 

ボーリングマシン 4 0 

5tm タワークレーン 4 0 

クレーン車 20～80t 2 0 

合計 55 32 
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表 8.1-12(1) 想定したバックグラウンド濃度とフォローアップ調査結果との比較（二酸化窒素） 

単位：ppm 

測定局名 
評価書 

想定バックグラウンド濃度

フォローアップ調査期間
バックグラウンド濃度 

（期間平均値） 

中央区晴海 

0.025 

0.018 

港区台場 0.019 

江東区豊洲 0.017 

注）大気質の測定時間に合わせ、0：00～翌 0：00 で集計している。 
出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29 年 10 月 30 日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 
「江東区環境清掃部環境保全課調査係 資料」(平成 29 年 10 月 31 日参照) 

 

表 8.1-12(2) 想定したバックグラウンド濃度とフォローアップ調査結果との比較（浮遊粒子状物質） 

単位：mg/m3 

測定局名 
評価書 

想定バックグラウンド濃度

フォローアップ調査期間
バックグラウンド濃度 

（期間平均値） 

中央区晴海 

0.023 

0.017 

港区台場 0.019 

江東区豊洲 0.016 

注）大気質の測定時間に合わせ、0：00～翌 0：00 で集計している。 
出典：「大気汚染結果ダウンロード」(平成 29 年 10 月 30 日参照 東京都環境局ホームページ) 

https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/result_measurement.html 
「江東区環境清掃部環境保全課調査係 資料」(平成 29 年 10 月 31 日参照) 
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8.2 騒音・振動 

8.2.1 調査事項 

調査事項は、表 8.2-1 に示すとおりである。 

表 8.2-1 調査事項 

区 分 調査事項 

予測した事項 
・建設機械の稼働に伴う騒音 

・建設機械の稼働に伴う振動 

予測条件の状況 ・建設機械の稼働状況(種類、台数、規格、稼働時間、稼働位置) 

ミティゲーション

の実施状況 

〔工事用車両に対するミティゲーション〕 

・資材の搬入に際しては、走行ルートの限定、規制速度を遵守する等安全走行等により、

騒音及び振動の低減に努める。 

・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配慮のため、極力、沿道に住居等が存在しな

い湾岸道路等を利用する計画とする。 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、不要なアイドリングの防止を徹底する計画である。

・工事用車両が一時的に集中しないよう、可能な限り計画的かつ効率的な運行管理に努め

る。 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用するよう指導する。 

・低公害型の工事用車両を極力採用するとともに、適切なアイドリングストップ等のエコ

ドライブ及び定期的な整備点検の実施を周知・徹底する。 

・計画地からの工事用車両の出入りに際しては交通整理員を配置し、交通渋滞とそれに伴

う騒音・振動に低減に努める。 

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行を徹底するよう運転者への指導を徹底する。

・計画地周辺において同時期に行われる事業の事業者との情報共有を行う。 

〔建設機械に対するミティゲーション〕 

・低騒音型建設機械を採用する。 

・仮囲い(高さ3m)を設置する計画である。 

・周辺に著しい影響を及ぼさないように、可能な限り工事の平準化に努める等事前に作業

計画を十分検討する。 

・建設機械の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化及び建設機械の効率

的稼働に努める。 

・アイドリングストップの掲示等を行い、不要なアイドリングの防止を徹底する。 

・建設機械の稼働にあたっては、不必要な空ぶかし、急発進等の禁止を徹底する。また、

建設機械に能力以上の負荷をかけないよう徹底する。 

・騒音・振動の発生を極力少なくするよう、最新の低騒音型建設機械の採用及び低騒音・

低振動な施工方法の採用に努める。 

・詳細な施工計画を検討する際に、近隣施設等への騒音・振動の影響をより低減するよう

な建設機械の機種や配置となるよう計画するとともに、その稼働に当たっては、不必要

な空ぶかし、急発進等の禁止を徹底する。 

・建設機械は、定期的に点検整備を行い、故障や異常の早期発見に努める。 

・環境保全のための措置を徹底するために、工事現場内を定期的にパトロールし、建設機

械の稼働に伴う影響を低減する環境保全のための措置の実施状況を確認・指導する。

・工事中の騒音発生に対し、必要に応じて防音シート等の防音対策を講じる。 

・工事前及び工事中の建築工事に関する住民からの問い合わせに対しては、迅速かつ適切

な対応を行う。 

〔工事用車両及び建設機械に対するミティゲーション〕 
・騒音・振動に関する住民からの問い合わせに対しては、迅速かつ適切な対応を行う。
・環境保全のための措置については、現場内での掲示や定例会議、現場内朝礼、作業打合

せ等を通じてすべての作業員にその遂行を徹底するよう、施工業者に対して指導を行
う。 

 

8.2.2 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

 



8.2 騒音・振動 

- 53 - 

8.2.3 調査手法 

調査手法は、表 8.2-2 に示すとおりである。 

表 8.2-2 調査手法 

調査事項 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

調査時点 

平成 29 年１月に提出したフォローアッ

プ計画書では建設機械の稼働による騒

音が最大となる平成 29 年６月（準備工

事着工後６か月目）とした。 

提出後に工事工程が変更したことによ

り、建設機械の稼動による騒音が最大と

なる時点に変更が生じたため、調査時点

を平成 29 年９月（準備工事着工後９か

月目）とした。 

平成 29 年１月に提出したフォローアッ

プ計画書では建設機械の稼働による振

動が最大となる平成 29 年６月（準備工

事着工後６か月目）とした。 

提出後に工事工程が変更したことによ

り、建設機械の稼動による振動が最大と

なる時点に変更が生じたため、調査時点

を平成 29 年７月（準備工事着工後 7 か

月目）とした。 

調
査
期
間 

予測した事項 
平成 29年９月 15日の建設機械の稼働時

間を含む時間帯（７～19時）とした。 

平成 29 年 7月 10 日の建設機械の稼働時

間を含む時間帯（７～19時）とした。 

予測条件の状況 「予測した事項」と同時期とした。 

ミティゲーショ

ンの実施状況 
工事中の適宜とした。 

調
査
地
点 

予測した事項 

建設機械の稼働に伴う騒音及び振動が最大になると予測される地点(No.A)及び住居

等が存在する計画地南側で建設機械の稼働に伴う騒音及び振動が最大になると予測

される地点(No.B)とした（図 8.2-1 参照）。 

予測条件の状況 計画地とした。 

ミティゲーショ

ンの実施状況 
計画地とした。 

調
査
手
法 

予測した事項 

「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例施行規則」に定める測定方法

(JIS Z8731)及び「特定建設作業に伴っ

て発生する騒音の規制に関する基準」

(昭和 43 年厚生・建設省告示第 1 号)に

準拠し、騒音レベルの 90％レンジの上端

値(L5)を測定した。 

「都民の健康と安全を確保する環境に

関する条例施行規則」に定める測定方法

(JIS Z8735)及び「振動規制法施行規則」

(昭和 51 年総務省令第 58 号)に準拠し、

振動レベルの 80％レンジの上端値(L10)

を測定した。 

予測条件の状況 現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とした。 

ミティゲーショ

ンの実施状況 
現地調査(写真撮影等)及び関連資料(建設作業日報等)の整理による方法とした。 
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図 8.7.3-1 建設機械の稼働に伴う騒音・振動の調査地点 

 

図 8.2-1 
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8.2.4 調査結果 

(1) 調査結果の内容 

 1) 予測した事項 

ア． 建設機械の稼働に伴う騒音 

建設機械の稼働に伴う騒音の調査結果は、表 8.2-3 に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベル(LA5)は、No.A 地点において 10 時台が最大で、

72dB、No.B 地点において 11 時台が最大で 63dB であり、フォローアップ調査結果は、「環境

確保条例」に基づく「指定建設作業に係る騒音の勧告基準」（80dB 以下）を下回った。 

 

表 8.2-3 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音レベル(LA5) 

測定日：平成 29 年 9 月 15 日（金） 

測定時間 
騒音レベル(dB) 建設機械の 

稼働状況 A（計画地東側） B（計画地南側） 

 7:00- 8:00 56 62 作業前 

 8:00- 9:00 57 61 工事準備等 

 9:00-10:00 65 63 建設作業 

・杭工事  

・掘削工事 

10:00-11:00 72 62 

11:00-12:00 70 63 

12:00-13:00 63 62 昼休み 

13:00-14:00 71 61  

建設作業 

・杭工事 

・掘削工事 

14:00-15:00 66 62 

15:00-16:00 70 63 

16:00-17:00 58 63 

17:00-18:00 55 63 

18:00-19:00 58 63 作業完了 

注) 太枠は最大値を示す。 
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イ． 建設機械の稼働に伴う振動 

建設機械の稼働に伴う振動の調査結果は、表 8.2-4 に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベル(L10)は、No.A 地点において 15 時台が最大で、

45dB、No.B 地点において 15 時台が最大で、44dB であり、フォローアップ調査結果は、「環

境確保条例」に基づく「指定建設作業に係る振動の勧告基準」（70dB 以下）を下回った。 

 

表 8.2-4 建設機械の稼働に伴う建設作業振動レベル(L10) 

測定日：平成 29 年 7 月 10 日（月） 

測定時間 
振動レベル(dB) 建設機械の 

稼働状況 A（計画地東側） B（計画地南側） 

 7:00- 8:00 24 27 作業前 

 8:00- 9:00 25 30 工事準備等 

 9:00-10:00 42 41 建設作業 

・杭工事 10:00-11:00 35 36 

11:00-12:00 37 41 

12:00-13:00 42 43 昼休み 

13:00-14:00 44 44  

建設作業 

・杭工事 

14:00-15:00 40 40 

15:00-16:00 45 44 

16:00-17:00 42 42 

17:00-18:00 40 37 

18:00-19:00 24 29 作業完了 

注) 太枠は最大値を示す。 
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 2) 予測条件の状況 

ア． 建設機械の稼働状況 

建設作業騒音調査時における建設機械の稼働状況は、表 8.2-5 及び図 8.2-2 に示すとお

りである。 

建設作業振動調査時における建設機械の稼働状況は、表 8.2-6 及び図 8.2-3 に示すとお

りである。 

表 8.2-5 建設機械の稼働状況(平成 29 年９月 15 日(金)) 

種類（規格） 
台
数

時 間 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

杭打機 6      
0.4m3バックホウ 1      
0.5m3バックホウ 8      
90t クローラークレーン 1      
100t クローラークレーン 1      
120t クローラークレーン 5      
発電機（125kVA） 3      
発電機（200kVA） 2      
発電機（350kVA） 2      
発電機（550kVA） 2      
発電機（700kVA） 1      
注）    は、建設作業時間帯を示す。 

 

表 8.2-6 建設機械の稼働状況(平成 29 年７月 10 日(月)) 

種類（規格） 
台
数

時 間 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

杭打機 5      
0.4m3バックホウ 1      
0.5m3バックホウ 8      
0.8m3バックホウ 1      
5t クローラークレーン 1      
90t クローラークレーン 1      
100t クローラークレーン 1      
120t クローラークレーン 4      
発電機（125kVA） 4      
発電機（200kVA） 2      
発電機（350kVA） 3      
発電機（550kVA） 2      
発電機（700kVA） 1      
ボーリングマシン 1      
注）    は、建設作業時間帯を示す。 
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図 8.2-2 建設機械の稼働状況(平成 29 年 9 月 15 日(金)) 

図 8.2-2 
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図 8.2-3 建設機械の稼働状況(平成 29 年 7 月 10 日(月)) 

 

図 8.2-3 
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 3) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.2-7(1)～(3)に示すとおりである。 

騒音・振動に関する苦情は、平成 29 年 11 月までに３件あった。建設作業騒音に関するもの

が１件、夜間緊急対応に関するものが１件、騒音の測定方法に関するものが１件であった。い

ずれも直接説明を行い、理解を得た。 

表 8.2-7（1）ミティゲーションの実施状況(工事用車両) 

ミティゲーション 実施状況 

・資材の搬入に際しては、走行ルートの限定、

規制速度を遵守する等安全走行等により、騒

音及び振動の低減に努める。 

協力業者に対しては、あらかじめ設定した運行ルートの順

守と関連法令の順守を施工前に指導・教育を行っている。ま

た日々の作業間連絡調整会議時に搬出入車両台数および時

間帯の確認・調整を行うことで車両の集中を避け、騒音・振

動の低減に努めている。（写真 8.2-1） 

・工事用車両の走行ルートは、沿道環境への配

慮のため、極力、沿道に住居等が存在しない

湾岸道路等を利用する計画とする。 

工事用車両の走行ルートは、沿道環境や近隣へ配慮したル

ートを設定し、協力業者に対して事前指導を行っている。 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、不要な

アイドリングの防止を徹底する計画である。

可能な限り最新の低公害型の工事用車両を使用するよう

指導している。また不要なアイドリングの防止の徹底に努め

ている。（写真 8.2-2） 

・工事用車両が一時的に集中しないよう、可能

な限り計画的かつ効率的な運行管理に努め

る。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議において、工事用車両

の総量を把握し、入退場時間や複数ある工事用車両出入口を

計画的に使用調整することで、計画的かつ効率的な運行管理

に努めている。（写真 8.2-1、表 8.2-3） 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関

を利用するよう指導する。 

工程調整会議、安全衛生協議会及び新規入場者教育等で公

共交通機関を積極的に利用するよう指導している。（写真

8.2-3） 

・低公害型の工事用車両を極力採用するととも

に、適切なアイドリングストップ等のエコド

ライブ及び定期的な整備点検の実施を周

知・徹底する。 

可能な限り最新の低公害型の工事用車両を使用するよう

指導している。また、場内での徐行運転やアイドリングスト

ップを指導している。（写真 8.2-2） 

・計画地からの工事用車両の出入りに際しては

交通整理員を配置し、交通渋滞とそれに伴う

騒音・振動の低減に努める。 

工事用車両の出入口付近に交通整理員を配置し、歩行者等

最優先の誘導を行うよう適宜指導している。工事用車両運転

手へは交通整理員の誘導に従うよう指導し、交通渋滞の低減

と歩行者等の安全確保に努めている。（写真 8.2-4） 

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行を

徹底するよう運転者への指導を徹底する。 

工程調整会議にて協力業者へは関連法令を順守した車両

の運行を行うよう事前指導している。（写真 8.2-3） 

・計画地周辺において同時期に行われる事業の

事業者との情報共有を行う。 

作業間連絡調整会議において、周辺工事との情報共有を行

い、計画地周辺の工事車両等の交通状況を把握している。（写

真 8.2-1） 
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表 8.2-7（2）ミティゲーションの実施状況(建設機械) 

ミティゲーション 実施状況 

・低騒音型建設機械を採用する。 建設機械の選定にあたっては、低騒音型建設機械を使用し

ている。（写真 8.2-5） 

・仮囲い(高さ3m)を設置する計画である。 工事区域周辺には仮囲い（3.0m 鋼板パネル）を設置した。

北面と東面はセキュリティ上見通しをよくするために透視

性メッシュパネルを設置した。（写真 8.2-6、写真 8.2-7）

・周辺に著しい影響を及ぼさないように、可能

な限り工事の平準化に努める等事前に作業

計画を十分検討する。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議等で作業計画を検討

し、工事の平準化に努めている。（写真 8.2-1、写真 8.2-3）

・建設機械の集中稼働を行わないよう、可能な

限り工事工程の平準化及び建設機械の効率

的稼働に努める。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議等で作業計画を検討

し、工事の平準化および建設機械の効率的稼働に努めてい

る。（写真 8.2-1、写真 8.2-3） 

・アイドリングストップの掲示等を行い、不要

なアイドリングの防止を徹底する。 

アイドリングストップを朝礼等の場や掲示物で運転者へ

周知・徹底を図っている。（写真 8.2-2、写真 8.2-8） 

・建設機械の稼働にあたっては、不必要な空ぶ

かし、急発進等の禁止を徹底する。また、建

設機械に能力以上の負荷をかけないよう徹

底する。 

不要な空ぶかしの禁止等、朝礼等の場や掲示物で運転者へ

周知・徹底を図っている。（写真 8.2-8） 

・騒音・振動の発生を極力少なくするよう、最

新の低騒音型建設機械の採用及び低騒音・低

振動な施工方法の採用に努める。 

建設機械については、極力超低騒音型の建設機械を使用し

ている。南面の近隣住宅に配慮し、振動低減ブロックを敷設

した。山留工事については、騒音・振動の影響が少ない工法

（サイレントパイラー工法）を採用した。（写真 8.2-9～写

真 8.2-11） 

・詳細な施工計画を検討する際に、近隣施設等

への騒音・振動の影響をより低減するような

建設機械の機種や配置となるよう計画する

とともに、その稼働に当たっては、不必要な

空ぶかし、急発進等の禁止を徹底する。 

建設機械の稼働台数や作業時間等に配慮した作業計画を

検討している。また、不要な空ぶかしの禁止等、朝礼等の場

や掲示物で運転者へ周知・徹底を図っている。加えて、道路

境界際（特に南側）では、建設機械の集中稼働による近隣施

設への影響を極力抑えるため、振動低減ブロックを敷設し

た。（写真 8.2-11） 

・建設機械は、定期的に点検整備を行い、故障

や異常の早期発見に努める。 

建設機械の持ち込み時における検査記録、年次点検等の法

令点検記録、日々の始業前点検を確実に実施することによ

り、建設機械が適切に稼働するよう維持・管理に努めている。

・環境保全のための措置を徹底するために、工

事現場内を定期的にパトロールし、建設機械

の稼働に伴う影響を低減する環境保全のた

めの措置の実施状況を確認・指導する。 

職長会パトロールや安全パトロール等によって、環境保全

のための措置の実施状況を確認し、必要に応じて朝礼や作業

間連絡調整会議時に指導を行っている。（写真 8.2-1、写真

8.2-8、写真 8.2-12） 

・工事中の騒音発生に対し、必要に応じて防音

シート等の防音対策を講じる。 

低騒音型の建設機械を使用し、鋼板パネル内側に防音シー

トを施工した。（写真 8.2-13） 

・工事前及び工事中の建築工事に関する住民か

らの問い合わせに対しては、迅速かつ適切な

対応を行う。 

周知看板に作業内容を掲示し、担当者の連絡先等を掲示

し、迅速かつ適切な対応に努めている。（写真 8.2-14） 
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表 8.2-7（3）ミティゲーションの実施状況(工事用車両及び建設機械) 

ミティゲーション 実施状況 

・騒音・振動に関する住民からの問い合わせに

対しては、迅速かつ適切な対応を行う。 

周知看板に作業内容を掲示し、担当者の連絡先等を掲示

し、迅速かつ適切な対応に努めている。（写真 8.2-14） 

・環境保全のための措置については、現場内で

の掲示や定例会議、現場内朝礼、作業打合せ

等を通じてすべての作業員にその遂行を徹底

するよう、施工業者に対して指導を行う。 

現場内での掲示や朝礼、新規入場者教育、作業間連絡調整

会議等で環境保全のための措置について適宜指導を行って

いる。（写真 8.2-1、写真 8.2-8） 
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朝礼時の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.2-1 作業間連絡調整会議の様子 

 

 

 

 

 

示（再掲） 

 

 

 

写真 8.2-2 アイドリングストップの掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-3 工程調整会議の様子 

 

 

 

 

 

合同会議の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.2-4 交通整理員 

 

 

 

 

 

低騒音型建設機械ステッカーの写真 

 

 

 

写真 8.2-5 低騒音型建設機械  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-6 仮囲い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-7 透視性メッシュパネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-8 朝礼の様子 
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写真 8.2-9 サイレントパイラー工法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-10 超低騒音型建設機械 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-11 振動低減ブロック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-12 職長会パトロール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-13 防音シート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.2-14 近隣窓口問い合わせ先掲示板 
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(2) 予測結果とフォローアップ調査結果との比較検討 

 1) 予測した事項及び予測条件の状況 

ア．建設機械の稼働に伴う建設作業騒音 

建設機械の稼動に伴う建設作業騒音レベルの予測結果とフォローアップ調査結果との比較

は、表 8.2-8 に示すとおりである。また、建設機械の種類及び稼働台数についての予測条件と

フォローアップ調査結果との比較は、表 8.2-8 表 8.2-9 に示すとおりである 

建建設作業騒音レベルのフォローアップ調査結果は、１時間値の最大値が 72dB であり、勧

告基準値を下回っていたが、予測結果を上回っていた。 

計画地北面及び東面の仮囲いはセキュリティ上見通しを良くするために鋼板ではなく透視

性メッシュパネルを使用しているため、フォローアップ調査結果は予測結果を超過したと考え

る。 

評価書提出時には、地盤改良・山留工事及び杭工事が同時に実施される時点を影響が最大に

なる時点として想定していた。実際は、工事工程の平準化等により、杭工事及び掘削工事が実

施される時期に影響が最大となったため、これらの工事を調査対象とした。 

建設機械の稼動状況については、ボーリングマシン等一部の建設機械が使用されておらず、

台数が低減されていたほか、フォローアップ調査時において、建設機械配置は、評価書にて想

定した配置と比較し、敷地境界より離れて配置されていた。 

建設機械の稼動に当たっては工事の平準化及び建設機械の効率的稼働など騒音の低減に努

めており、今後もより一層、環境保全のための措置を徹底していく。 

 

表 8.2-8 予測結果とフォローアップ調査結果の比較 

項 目 予測結果 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査結果 勧告基準 

建設作業騒音レベル(dB) 69 72 80 
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表 8.2-9 建設機械の種類・台数 

項 目 

種 類 

評価書提出時 
建設作業騒音レベル最大月 
（準備工事着工後６か月目）

稼働台数(台/日) 

フォローアップ調査日稼働台数

（平成 29 年９月 15 日） 

一軸掘削機（杭打機） 9 6 

サイレントパイラー 2 0 

発電機（700ｋVA） 0 1 

発電機（550ｋVA） 0 2 

発電機（450ｋVA） 6 0 

発電機（350ｋVA） 0 2 

発電機（200ｋVA） 0 2 

発電機 2（125ｋVA） 6 3 

発電機 3（50ｋVA） 6 0 

0.1m3バックホウ 3 0 

0.45m3バックホウ 

（0.4～0.5m3バックホウ） 
6 9 

90ｔクローラークレーン 7 1 

100t クローラークレーン 0 1 

120ｔクローラークレーン 0 5 

ボーリングマシン 4 0 

5tm タワークレーン 4 0 

クレーン車 20～80t 2 0 

合計 55 32 

 

イ．建設機械の稼働に伴う建設作業振動 

建設機械の稼動に伴う建設作業振動レベルの予測結果とフォローアップ調査結果との比較

は、表 8.2-10 に示すとおりである。また、建設機械の種類及び稼働台数についての予測条件

とフォローアップ調査結果との比較は、表 8.2-11 に示すとおりである 

建設作業振動レベルのフォローアップ調査結果は、１時間値の最大値が 45dB であり、勧告

基準値及び予測結果を下回った。 

評価書提出時には、地盤改良・山留工事及び杭工事が同時に実施される時点を影響が最大に

なる時点として想定していた。実際は、工事工程の平準化等により、杭工事が主に実施される

時期に影響が最大となったため、これらの工事を調査対象とした。また、建設機械の稼動状況

について、台数が低減されていたほか、フォローアップ調査時において、建設機械配置は、評

価書にて想定した配置と比較し、敷地境界より離れて配置されていた。 

以上のことから、建設機械の効率的稼働と作業の平準化を図った施工計画・工程管理を行う

ことで、建設機械の集中稼働を避けた工事を行うことができ、建設機械の稼動に伴う振動レベ

ルの寄与分は低減されたと考える。 
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表 8.2-10 予測結果とフォローアップ調査結果の比較 

項 目 予測結果 ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ調査結果 勧告基準 

建設作業振動レベル(dB) 70 45 70 

 

 

表 8.2-11 建設機械の種類・台数 

項 目 

種 類 

評価書提出時 
建設作業振動レベル最大月 
（準備工事着工後６か月目）

稼働台数(台/日) 

フォローアップ調査日稼働台数

（平成 29 年７月 10 日） 

一軸掘削機（杭打機） 9 5 

サイレントパイラー 2 0 

発電機（700ｋVA） 0 1 

発電機（550ｋVA） 0 2 

発電機（450ｋVA） 6 0 

発電機（350ｋVA） 0 3 

発電機（200ｋVA） 0 2 

発電機 2（125ｋVA） 6 4 

発電機 3（50ｋVA） 6 0 

0.1m3バックホウ 3 0 

0.45m3バックホウ 

（0.4～0.5m3バックホウ） 
6 9 

0.8m3バックホウ 0 1 

5ｔクローラークレーン 0 1 

90ｔクローラークレーン 7 1 

100t クローラークレーン 0 1 

120ｔクローラークレーン 0 4 

ボーリングマシン 4 1 

5tm タワークレーン 4 0 

クレーン車 20～80t 2 0 

合計 55 35 
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8.3 自然との触れ合い活動の場 

8.3.1 調査事項 

調査事項は、表 8.3-1 に示すとおりである。 

表 8.3-1 調査事項 

区 分 調査事項 

ミティゲーショ

ンの実施状況 

・計画地の南東側に周辺住環境に配慮した緩衝帯となる緑地を形成し、隣接して交流広

場を整備することにより、広がりのある緑地を形成する計画としている。 

・計画地東側に建設予定の有明親水海浜公園（仮称）へつながる歩行者通路を整備する

計画である。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置し、周辺の自然との触れ合い活動の場の

利用者も含めた一般歩行者の通行に支障を与えない計画である。 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、不要なアイドリングの防止を徹底する計画で

ある。 

・排出ガス対策型建設機械を使用する。 

・資材の搬出入に際しては、走行ルートの検討、安全走行等により、騒音及び振動の

低減に努める計画である。 

・計画地東側に整備される有明親水海浜公園（仮称）との一体的な利用が図られるよ

う、周辺の自然との触れ合い活動の場を含めた情報共有に努める。 

 

 

8.3.2 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

8.3.3 調査手法 

調査手法は、表 8.3-2 に示すとおりである。 

表 8.3-2 調査手法 

調査事項 

自然との触れ合い活動の場の消滅の有無又は改変の程度 
自然との触れ合い活動の阻害又は促進の程度 
自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度 

調査時点 工事の施行中とした。 

調査期間 ミティゲー

ションの実

施状況 

工事中の適宜とした。 

調査地点 計画地及びその周辺とした。 

調査手法 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とした。 
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8.3.4 調査結果 

(1) 調査結果の内容 

 1) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.3-3 に示すとおりである。なお、人と自然との触れ合

いの活動の場に関する苦情は、平成 29 年 11 月までになかった。 

表 8.3-3 ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーション 実施状況 

・計画地の南東側に周辺住環境に配慮した緩衝

帯となる緑地を形成し、隣接して交流広場を

整備することにより、広がりのある緑地を形

成する計画としている。 

計画地内の緑地については、フォローアップ報告書（大会

開催前その２）にて報告する。 

・計画地東側に建設予定の有明親水海浜公園（仮

称）へつながる歩行者通路を整備する計画で

ある。 

歩行者通路の整備については、フォローアップ報告書（大

会開催前その２）にて報告する。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置

し、周辺の自然との触れ合い活動の場の利用

者も含めた一般歩行者の通行に支障を与え

ない計画である。 

工事用車両の出入口付近に交通整理員を適正人数配置し、

歩行者等最優先の誘導を行うよう適宜指導するとともに、工

事用車両運転手へは交通整理員の誘導に従うよう指導して

いる。（写真 8.3-1） 

・低公害型の工事用車両を極力採用し、不要な

アイドリングの防止を徹底する計画である。

可能な限り最新の低公害型の工事用車両を使用するよう

指導した。また、場内での徐行運転やアイドリングストップ

を指導した。（写真 8.3-2） 

・排出ガス対策型建設機械を使用する。 建設機械の選定にあたっては、極力排出ガス対策型建設機

械（第２次基準値）を使用している。また、可能な限り最新

の排出ガス対策型建設機械（第３次基準値）を使用するよう

努めている。（写真 8.3-3、写真 8.3-4） 

・資材の搬出入に際しては、走行ルートの検討、

安全走行等により、騒音及び振動の低減に努

める計画である。 

近隣への影響に配慮した走行ルートをあらかじめ設定し、

安全衛生協議会や施工前打合せ等で協力業者へ事前指導し、

騒音・振動の低減、通行者の安全確保等の沿道環境への配慮

に努めている。 

・計画地東側に整備される有明親水海浜公園

（仮称）との一体的な利用が図られるよう、

周辺の自然との触れ合い活動の場を含めた

情報共有に努める。 

周辺の自然との触れ合い活動の場との情報共有について

は、フォローアップ報告書（大会開催前その２）にて報告

する。 
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写真 8.3-1 交通整理員 

 

 

 

 

車両アイドリングストップの 

掲示板（再掲） 

 

 

 

写真 8.3-2 アイドリングストップの掲示 
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写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.3-3 排出ガス対策型建設機械（第２次基準値）

 

 

 

 

第 3 次対策型のステッカーの 

写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.3-4 排出ガス対策型建設機械（第３次基準値）
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8.4 廃棄物 

8.4.1 調査事項 

調査事項は、表 8.4-1 に示すとおりである。 

表 8.4-1 調査事項 

区 分 調査事項 

ミティゲーショ

ンの実施状況 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土は、一部を計画地内の埋戻し土等に利用するほ

か、場外に搬出する場合には、受入基準を満足していることを確認のうえ、関係法令

に係る許可を受けた施設において、適正な処理を行う。 

・基礎工事等における建設泥土については、減量化に努め、場外へ搬出する場合には、

再資源化施設に搬出する。 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく特

定建設資材廃棄物については現場内で分別解体を行い、現場で利用できないものは現

場外で再資源化を行う。 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保管、排出、再利用促進及び不要材の減量

等を図る。再利用できないものは、運搬・処分の許可を得た業者に委託して処理・処

分を行い、その状況はマニフェストにより確認する。 

・コンクリート型枠材については、非木材系型枠の採用や部材のプレハブ化等により木

材系型枠材の使用量を低減する。 

・建設廃棄物の発生量を低減するような施工計画を検討し、施工業者に遵守させる。 

・資材の搬入、副産物の搬出に当たっては、あらかじめ再生資源利用計画書及び再生資

源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進

実施書にて記録・保存を行う。 

・施設整備に当たっては、東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針も踏まえ、

再生骨材コンクリート等のエコマテリアルを積極的に使用する。 

 

 

8.4.2 調査地域 

調査地域は、計画地とした。 

 

8.4.3 調査手法 

調査手法は、表 8.4-2 に示すとおりである。 

表 8.4-2 調査手法 

調査事項 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

調査時点 工事の施行中とした。 

調査期間 
ミティゲーション

の実施状況 

工事中の適宜とした。 

調査地点 計画地とした。 

調査手法 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とした。 



8.4 廃棄物 

- 72 - 

8.4.4 調査結果 

(1)  調査結果の内容 

 1) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.4-3 に示すとおりである。なお、廃棄物に関する苦情

は、平成 29 年 11 月までになかった。 

表 8.4-3 ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーション 実施状況 

・掘削工事等に伴い発生する建設発生土は、一

部を計画地内の埋戻し土等に利用するほか、

場外に搬出する場合には、受入基準を満足し

ていることを確認のうえ、関係法令に係る許

可を受けた施設において、適正な処理を行う。

掘削工事等に伴い発生する建設発生土の一部は、基礎躯体

廻りの埋戻し土として利用している。場外搬出する建設発生

土は、土質試験の結果、受入基準を満足していることを確認

の上、建設発生土再利用施設へ搬出している。（写真 8.4-1）

・基礎工事等における建設泥土については、減

量化に努め、場外へ搬出する場合には、再資

源化施設に搬出する。 

建設汚泥は減量化に努め、再資源化施設へ搬出している。

（写真 8.4-2） 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律(平成 12 年法律第 104 号)に基づく特定建設

資材廃棄物については現場内で分別解体を行

い、現場で利用できないものは現場外で再資

源化を行う。 

場内に建設廃棄物の種類別の分別コンテナを設置し、廃棄

物種類別に再資源化施設へ搬出している。（写真 8.4-3、写

真 8.4-4） 

・建設廃棄物の分別を徹底し、種類に応じて保

管、排出、再利用促進及び不要材の減量等を

図る。再利用できないものは、運搬・処分の

許可を得た業者に委託して処理・処分を行い、

その状況はマニフェストにより確認する。 

場内に建設廃棄物の種類別の分別コンテナを設置し、廃棄

物種類別に再資源化施設へ搬出している。建設廃棄物の処

理・処分は、運搬・処分の許可を得た業者に委託し、その状

況をマニフェストで確認している。（写真 8.4-3、写真 8.4-4）

・コンクリート型枠材については、非木材系型

枠の採用や部材のプレハブ化等により木材系

型枠材の使用量を低減する。 

基礎躯体部の一部を PCa 化した。今後、上階躯体の柱の一

部、床と梁を PCa 化する計画である。また基礎・基礎梁の一

部を鋼製型枠で施工することにより、木材型枠材の使用量を

低減する計画である。 

・建設廃棄物の発生量を低減するような施工計

画を検討し、施工業者に遵守させる。 

朝礼等で分別廃棄の重要性や廃棄物の発生抑制について

指導し、廃棄物の低減化に努めている。（写真 8.4-5） 

・資材の搬入、副産物の搬出に当たっては、あ

らかじめ再生資源利用計画書及び再生資源利

用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資

源利用実施書及び再生資源利用促進実施書に

て記録・保存を行う。 

工事の実施に当たっては、再生資源利用計画書及び再生資

源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施

書及び再生資源利用促進実施書、写真撮影等により記録・保

存している。 

・施設整備に当たっては、東京都「持続可能な

資源利用」に向けた取組方針も踏まえ、再生

骨材コンクリート等のエコマテリアルを積極

的に使用する。 

建築物の基礎躯体下の捨コンクリートや仮設資材には、再

生骨材コンクリートや再生砕石等を調達している。 
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建設発生土再利用施設搬入時の写真 

 

 

 

写真 8.4-1 建設発生土の再利用施設への搬入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.4-2 建設汚泥の再資源化施設への搬入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.4-3 ごみの分別収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.4-4 再資源化施設搬入 

 

 

 

 

 

朝礼時の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.4-5 朝礼の様子 
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8.5 エコマテリアル 

8.5.1 調査事項 

調査事項は、表 8.5-1 に示すとおりである。 

表 8.5-1 調査事項 

区 分 調査事項 

ミティゲーショ

ンの実施状況 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目があるものについては、積極的に適用品

目を利用する計画である。 

・「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方針」（平成 27 年３月 東京都）も踏

まえ、再生骨材コンクリート等のエコマテリアルの採用を検討する。 

・一部木造化・木質化を計画している。 

・資材の搬入、副産物の搬出にあたっては、あらかじめ再生資源利用計画書および再生

資源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促

進実施書にて記録・保存を行う。 

・大会組織委員会が調達する木材を対象とした「持続可能性に配慮した木材の調達基準」

が策定され、当該基準を尊重するよう働きかけを受けていることから、その趣旨に基

づく木材の調達に可能な限り努める計画である。 

・エコマテリアルの使用状況確認については、フォローアップで確認する。 

 

8.5.2 調査地域 

調査地域は、計画地とした。 

 

8.5.3 調査手法 

調査手法は、表 8.5-2 に示すとおりである。 

表 8.5-2 調査手法 

調査事項 エコマテリアルの利用への取組・貢献の程度 

調査時点 工事の施行中とした。 

調査期間 
ミティゲーション

の実施状況 

工事中の適宜とした。 

調査地点 計画地とした。 

調査手法 関連資料の整理による方法とした。 
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8.5.4 調査結果 

(1) 調査結果の内容 

 1) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.5-3 に示すとおりである。なお、エコマテリアルに関

する苦情は、平成 29 年 11 月までになかった。 

表 8.5-3 ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーション 実施状況 

・建設資材についてエコマテリアルの適用品目

があるものについては、積極的に適用品目を

利用する計画である。 

「平成 27 年度東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に

掲げられている建設資材を可能な限り調達している。 

・「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組

方針」（平成 27 年３月 東京都）も踏まえ、

再生骨材コンクリート等のエコマテリアルの

採用を検討する。 

建築物の基礎躯体下の捨コンクリートには、再生骨材コン

クリートを使用している。 

・一部木造化・木質化を計画している。 計画建築物は一部木造化、木質化を計画しており、その状

況についてはフォローアップ報告書（大会開催前その２）に

おいて報告する。 

・資材の搬入、副産物の搬出にあたっては、あ

らかじめ再生資源利用計画書及び再生資源利

用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資

源利用実施書及び再生資源利用促進実施書に

て記録・保存を行う。 

工事の実施に当たっては、再生資源利用計画書及び再生資

源利用促進計画書を作成し、実施状況は、再生資源利用実施

書及び再生資源利用促進実施書、写真撮影等により記録・保

存している。 

・大会組織委員会が調達する木材を対象とした

「持続可能性に配慮した木材の調達基準」が

策定され、当該基準を尊重するよう働きかけ

を受けていることから、その趣旨に基づく木

材の調達に可能な限り努める計画である。 

建築物の工事に関わる木材については、当該基準の趣旨に

基づく木材を可能な限り調達し、その状況についてはフォロ

ーアップ報告書（大会開催前その２）において報告する。 

・エコマテリアルの使用状況については、フォ

ローアップで確認する。 

エコマテリアルの使用状況について引き続き確認し、そ

の状況についてはフォローアップ報告書（大会開催前その

２）において報告する。 
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8.6 交通渋滞 

8.6.1 調査事項 

調査事項は、表 8.6-1 に示すとおりである。 

表 8.6-1 調査事項 

区 分 調査事項 

ミティゲーション

の実施状況 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化に努める計画と

する。 

・朝・夕の周辺交通量が多くなる時間帯には、極力工事用車両の走行を控える。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の車両の通行に

支障を与えないように配慮する。 

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行の徹底、市街地での待機や違法駐車等をす

ることがないよう、運転者への指導を徹底する。 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関を利用する等通勤車両の削減に努めるよ

う指導する。 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他の会場等の建設も踏まえ、交通渋滞によ

る影響を軽減するため、極力、沿道に住居等が存在しない湾岸道路等を利用する計画

とする。 

・計画地周辺において同時期に行われる事業の事業者との情報共有を行う。 

・上記のミティゲーションも含め、周辺地域における交通の円滑化及び交通安全の確保

が図られるよう詳細な施工計画の作成に努める。 

 

8.6.2 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

8.6.3 調査手法 

調査手法は、表 8.6-2 に示すとおりである。 

表 8.6-2 調査手法 

調査事項 
工事用車両の走行に伴う交通渋滞の発生又は解消等、交通量及び交通流の

変化の程度 

調査時点 工事の施行中とする。 

調査期間 
ミティゲーション

の実施状況 

工事中の適宜とした。 

調査地点 計画地及びその周辺とした。 

調査手法 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とした。 
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8.6.4 調査結果 

(1)  調査結果の内容 

 1) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.6-3 に示すとおりである。なお、交通渋滞に関する苦

情は、平成 29 年 11 月までになかった。 

表 8.6-3 ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーション 実施状況 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能

な限り工事工程の平準化に努める計画とす

る。 

工程調整会議にて稼働台数の多いダンプトラックについ

て総量を確認し、搬出入時間を調整することで、集中を避け

て平準化した搬出入に努めている。（写真 8.6-1） 

・朝・夕の周辺交通量が多くなる時間帯には、

極力工事用車両の走行を控える。 

前面道路のバス停の時刻表を確認し、道路に一般車両や歩

行者が一時的に多くなるときは、極力工事用車両の走行を控

えるよう配慮している。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置す

る予定とし、計画地周辺の車両の通行に支障

を与えないように配慮する。 

工事用車両出入口には、交通整理員を配置している。（写

真 8.6-2） 

・工事用車両の走行に当たっては、安全走行の

徹底、市街地での待機や違法駐車等をするこ

とがないよう、運転者への指導を徹底する。

工事用車両の走行にあたっては、関連法令を順守するよ

う、安全衛生協議会や朝礼等で運転者へ周知・徹底を図って

いる。（写真 8.6-3） 

・工事作業員の通勤に際しては、公共交通機関

を利用する等通勤車両の削減に努めるよう指

導する。 

工程調整会議、安全衛生協議会、新規入場者教育等で公共

交通機関の積極的利用を促すとともに、通勤車両を利用する

場合はできるだけ乗合乗車とすることで台数削減に努める

よう指導している。（写真 8.6-1） 

・工事用車両の走行ルートは、有明北地区の他

の会場等の建設も踏まえ、交通渋滞による影

響を軽減するため、極力、沿道に住居等が存

在しない湾岸道路等を利用する計画とする。

近隣への影響に配慮した走行ルートをあらかじめ設定し

たほか、周辺道路の現状分析を行い本現場に特化した運行ル

ールを作成し、安全衛生協議会や施工前打合せ等で協力業者

へ事前指導を行うことで、騒音・振動の低減、通行者の安全

確保等の沿道環境への配慮に努めている。 

・計画地周辺において同時期に行われる事業の

事業者との情報共有を行う。 

作業間連絡調整会議において、周辺工事との情報共有を行

い、計画地周辺の交通状況に配慮し、周辺市街地への影響を

低減するように努めている。（写真 8.6-4） 

・上記のミティゲーションも含め、周辺地域に

おける交通の円滑化及び交通安全の確保が図

られるよう詳細な施工計画の作成に努める。

安全衛生協議会や、施工前打合せ時にミティゲーションの

事前指導を行い、作業員には新規教育時に指導を行ってい

る。 
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交通整理員の写真 

 

 

 

写真 8.6-1 工程調整会議の様子 

 

 

 

 

 

工程会議の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.6-2 交通整理員 

 

 

 

 

 

朝礼時の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.6-3 朝礼の様子 

 

 

 

 

 

朝礼時の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.6-4 作業間連絡調整会議の様子 
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8.7 交通安全 

8.7.1 調査事項 

調査事項は、表 8.7-1 に示すとおりである。 

表 8.7-1 調査事項 

区 分 調査事項 

ミティゲーション

の実施状況 

・工事用車両の走行ルートは、計画地までの歩行者の交通安全への配慮のため、極力、

一般国道 357 号線（湾岸道路）を利用する。 

・工事用車両の走行ルートは、通学路に指定されている特別区道 江 615 号及び 616 号

を利用しない。また、登校時間（7：30～8：30）においては都道 304 号日比谷豊洲埠

頭東雲町線（有明通り）の計画地南側に近接する交差点からかえつ学園西交差点まで

の区間を利用せず、登校中の児童の交通安全に配慮する。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する予定とし、計画地周辺の利用者も含め

た一般歩行者の通行に支障を与えないよう配慮する。 

・計画地周囲の歩道等を占用する工事を行う場合には、交通整理員の配置等を計画する。

・工事用車両の走行にあたっては、安全走行を徹底する。 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な限り工事工程の平準化に努める計画で

ある。 

・歩行者、自転車、一般車両等の優先の徹底、交差点進入時、右左折時における歩行者、

自転車等の安全確認の徹底等の交通安全教育を工事用車両運転者に対して徹底する。

・計画地周辺において同時期に行われる事業の事業者との情報共有を行う。 

・上記のミティゲーションも含め、周辺地域における交通の円滑化及び交通安全の確保

が図られるよう詳細な施工計画の作成に努める。 

 

8.7.2 調査地域 

調査地域は、計画地及びその周辺とした。 

 

8.7.3 調査手法 

調査手法は、表 8.7-2 に示すとおりである。 

表 8.7-2 調査手法 

調査事項 
アクセス経路における歩車道線の分離の向上又は低下等、交通安全の変

化の程度 

調査時点 工事の施行中とする。 

調査期間 
ミティゲーション

の実施状況 

工事中の適宜とした。 

調査地点 計画地及びその周辺とした。 

調査手法 現地調査(写真撮影等)及び関連資料の整理による方法とした。 
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8.7.4 調査結果 

(1)  調査結果の内容 

 1) ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーションの実施状況は、表 8.7-3 に示すとおりである。なお、交通安全に関する苦

情は、平成 29 年 11 月までになかった。 

表 8.7-3 ミティゲーションの実施状況 

ミティゲーション 実施状況 

・工事用車両の走行ルートは、計画地までの歩行

者の交通安全への配慮のため、極力、一般国道

357 号線（湾岸道路）を利用する。 

工事用車両の走行ルートは、沿道環境や近隣・歩行者へ配

慮して一般国道 357 号線（湾岸道路）をルートとして設定し、

協力業者に対して事前指導を行っている。 

・工事用車両の走行ルートは、通学路に指定され

ている特別区道 江 615号及び616号を利用し

ない。また、登校時間（7：30～8：30）におい

ては都道 304 号日比谷豊洲埠頭東雲町線（有明

通り）の計画地南側に近接する交差点からかえ

つ学園西交差点までの区間を利用せず、登校中

の児童の交通安全に配慮する。 

通学時間帯（7：30～8：30）は当該交差点を使用せず、特

別区道 江615号及び616号を利用しない計画とした。また、

走行ルート図を作成し、安全衛生協議会や施工前打合せ等で

協力業者へ事前指導している。歩行者の安全確保等の沿道環

境への配慮に努めている。 

・工事用車両の出入口には交通整理員を配置する

予定とし、計画地周辺の利用者も含めた一般歩

行者の通行に支障を与えないよう配慮する。 

工事用車両の出入口付近に、交通整理員を適正人数配置し

ている。（写真 8.7-1） 

・計画地周囲の歩道等を占用する工事を行う場合

には、交通整理員の配置等を計画する。 

歩道を占用する工事の際には、所轄警察の協議の上で、バ

リケードの設置や代替路の確保、交通整理員を配置し、歩行

者の妨げにならないよう配慮している。（写真 8.7-2） 

・工事用車両の走行にあたっては、安全走行を徹

底する。 

朝礼等を通じて、規制速度の厳守、安全走行の徹底等、運

転者へ指導を行っている。（写真 8.7-3） 

・工事用車両の集中稼働を行わないよう、可能な

限り工事工程の平準化に努める計画である。 

作業間連絡調整会議や工程調整会議において、稼働台数の

多いダンプトラックについて総量を確認し、搬出入時間を調

整することで、集中を避けて平準化した搬出入計画としてい

る。（写真 8.7-4） 

・歩行者、自転車、一般車両等の優先の徹底、交

差点進入時、右左折時における歩行者、自転車

等の安全確認の徹底等の交通安全教育を工事

用車両運転者に対して徹底する。 

安全衛生協議会等を通じて、歩行者、自転車、一般車両等

の優先の徹底、交差点進入時、右左折時における歩行者、自

転車等の安全確認の徹底等関連する協力業者へ指導を行っ

ている。 

・計画地周辺において同時期に行われる事業の事

業者との情報共有を行う。 

作業間連絡調整会議において、周辺工事との情報共有を行

い、計画地周辺の交通状況に配慮し、周辺市街地・歩行者の

交通安全への影響を低減するように努めている。 

・上記のミティゲーションも含め、周辺地域にお

ける交通の円滑化及び交通安全の確保が図ら

れるよう詳細な施工計画の作成に努める。 

周辺地域における交通の円滑化及び交通安全の確保が図

られるよう詳細な施工計画の作成に努めている。 
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写真 8.7-1 交通整理員 

 

 

 

 

 

交通整理員の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.7-2 代替路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.7-3 朝礼の様子  

 

 

 

 

 

朝礼時の写真（再掲） 

 

 

 

写真 8.7-4 工程調整会議の様子 
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資料編 1 

1. 項目別資料 

1.1 大気等 

1.1.1 大気質調査結果 

 

表1.1-1(1) 大気質調査結果（No.A：公定法） 

調査項目：二酸化窒素

調査期間：平成29年9月15日(金)～9月21日(木)

調査地点：No.A 単位：ppm

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

最小値 最大値 平均値

 0:00～ 1:00 0.004 0.020 0.006 0.016 0.004 0.046 0.041 0.004 0.046 0.020

 1:00～ 2:00 0.004 0.014 0.006 0.004 0.004 0.029 0.030 0.004 0.030 0.013

 2:00～ 3:00 0.004 0.009 0.004 0.007 0.005 0.021 0.014 0.004 0.021 0.009

 3:00～ 4:00 0.004 0.007 0.006 0.004 0.006 0.019 0.016 0.004 0.019 0.009

 4:00～ 5:00 0.005 0.005 0.004 0.007 0.008 0.020 0.016 0.004 0.020 0.009

 5:00～ 6:00 0.008 0.005 0.005 0.006 0.009 0.020 0.019 0.005 0.020 0.010

 6:00～ 7:00 0.013 0.008 0.005 0.009 0.009 0.021 0.031 0.005 0.031 0.014

 7:00～ 8:00 0.019 0.014 0.006 0.012 0.018 0.029 0.030 0.006 0.030 0.018

 8:00～ 9:00 0.042 0.036 0.008 0.011 0.027 0.036 0.034 0.008 0.042 0.028

 9:00～10:00 0.048 0.053 0.008 0.011 0.049 0.044 0.035 0.008 0.053 0.035

10:00～11:00 0.036 0.037 0.008 0.012 0.042 0.053 0.031 0.008 0.053 0.031

11:00～12:00 0.041 0.045 0.007 0.014 0.037 0.045 0.038 0.007 0.045 0.032

12:00～13:00 0.032 0.031 0.007 0.023 0.016 0.047 0.028 0.007 0.047 0.026

13:00～14:00 0.033 0.034 0.006 0.028 0.028 0.072 0.034 0.006 0.072 0.034

14:00～15:00 0.044 0.022 0.008 0.021 0.041 0.078 0.040 0.008 0.078 0.036

15:00～16:00 0.040 0.015 0.006 0.033 0.041 0.071 0.030 0.006 0.071 0.034

16:00～17:00 0.060 0.011 0.006 0.037 0.047 0.043 0.046 0.006 0.060 0.036

17:00～18:00 0.033 0.010 0.008 0.046 0.058 0.023 0.031 0.008 0.058 0.030

18:00～19:00 0.032 0.008 0.012 0.041 0.055 0.022 0.050 0.008 0.055 0.031

19:00～20:00 0.043 0.007 0.019 0.014 0.052 0.026 0.048 0.007 0.052 0.030

20:00～21:00 0.042 0.009 0.012 0.005 0.042 0.021 0.052 0.005 0.052 0.026

21:00～22:00 0.035 0.008 0.011 0.005 0.038 0.015 0.060 0.005 0.060 0.025

22:00～23:00 0.028 0.006 0.014 0.005 0.044 0.021 0.073 0.005 0.073 0.027

23:00～24:00 0.023 0.006 0.020 0.005 0.054 0.026 0.074 0.005 0.074 0.030

最小値 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.015 0.014 0.004 - -

最大値 0.060 0.053 0.020 0.046 0.058 0.078 0.074 - 0.078 -

平均値 0.028 0.018 0.008 0.016 0.031 0.035 0.038 - - 0.025
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表1.1-1(2) 大気質調査結果（No.A：公定法） 

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：平成29年9月15日(金)～9月21日(木)

調査地点：No.A 単位：mg/m3

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

最小値 最大値 平均値

 0:00～ 1:00 0.017 0.018 0.011 0.033 0.010 0.032 0.043 0.010 0.043 0.023

 1:00～ 2:00 0.016 0.011 0.013 0.026 0.008 0.024 0.032 0.008 0.032 0.019

 2:00～ 3:00 0.011 0.015 0.007 0.015 0.008 0.020 0.020 0.007 0.020 0.014

 3:00～ 4:00 0.009 0.015 0.011 0.019 0.008 0.020 0.018 0.008 0.020 0.014

 4:00～ 5:00 0.009 0.010 0.009 0.027 0.008 0.019 0.013 0.008 0.027 0.014

 5:00～ 6:00 0.009 0.009 0.010 0.003 0.007 0.020 0.014 0.003 0.020 0.010

 6:00～ 7:00 0.011 0.009 0.014 0.011 0.006 0.017 0.015 0.006 0.017 0.012

 7:00～ 8:00 0.012 0.011 0.008 0.011 0.010 0.017 0.016 0.008 0.017 0.012

 8:00～ 9:00 0.027 0.023 0.008 0.009 0.011 0.018 0.017 0.008 0.027 0.016

 9:00～10:00 0.026 0.039 0.020 0.012 0.016 0.029 0.024 0.012 0.039 0.024

10:00～11:00 0.027 0.032 0.013 0.013 0.016 0.024 0.014 0.013 0.032 0.020

11:00～12:00 0.019 0.026 0.016 0.012 0.018 0.023 0.012 0.012 0.026 0.018

12:00～13:00 0.018 0.023 0.013 0.013 0.021 0.025 0.018 0.013 0.025 0.019

13:00～14:00 0.022 0.035 0.002 0.011 0.025 0.032 0.017 0.002 0.035 0.021

14:00～15:00 0.028 0.030 0.005 0.014 0.022 0.035 0.018 0.005 0.035 0.022

15:00～16:00 0.020 0.017 0.007 0.013 0.022 0.032 0.013 0.007 0.032 0.018

16:00～17:00 0.017 0.015 0.001 0.016 0.020 0.035 0.019 0.001 0.035 0.018

17:00～18:00 0.022 0.015 0.006 0.016 0.024 0.037 0.019 0.006 0.037 0.020

18:00～19:00 0.022 0.017 0.008 0.022 0.021 0.042 0.020 0.008 0.042 0.022

19:00～20:00 0.015 0.020 0.003 0.012 0.022 0.046 0.019 0.003 0.046 0.020

20:00～21:00 0.015 0.014 0.005 0.010 0.023 0.043 0.020 0.005 0.043 0.019

21:00～22:00 0.016 0.010 0.008 0.007 0.024 0.044 0.018 0.007 0.044 0.018

22:00～23:00 0.010 0.015 0.003 0.013 0.023 0.046 0.020 0.003 0.046 0.019

23:00～24:00 0.018 0.011 0.005 0.012 0.028 - 0.024 0.005 0.028 0.016

最小値 0.009 0.009 0.001 0.003 0.006 0.017 0.012 0.001 - -

最大値 0.028 0.039 0.020 0.033 0.028 0.046 0.043 - 0.046 -

平均値 0.017 0.018 0.009 0.015 0.017 0.030 0.019 - - 0.018
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表1.1-1(3) 大気質調査結果（周辺常時監視測定局：公定法） 

 

調査項目：二酸化窒素

調査期間：平成29年9月15日(金)～9月21日(木)

調査地点：中央区晴海 単位：ppm

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

最小値 最大値 平均値

 0:00～ 1:00 0.005 0.015 0.008 - 0.006 0.043 0.032 0.005 0.043 0.018

 1:00～ 2:00 0.005 0.013 0.008 0.005 0.007 0.033 0.028 0.005 0.033 0.014

 2:00～ 3:00 0.006 0.010 0.005 0.004 0.009 0.024 0.017 0.004 0.024 0.011

 3:00～ 4:00 0.007 0.006 0.005 0.004 0.010 0.023 0.014 0.004 0.023 0.010

 4:00～ 5:00 0.008 0.006 0.005 0.006 0.013 0.026 0.013 0.005 0.026 0.011

 5:00～ 6:00 0.013 0.007 0.007 0.003 0.016 0.028 0.016 0.003 0.028 0.013

 6:00～ 7:00 0.017 0.010 0.008 0.006 0.018 0.031 0.025 0.006 0.031 0.016

 7:00～ 8:00 0.013 0.010 0.009 0.007 0.020 0.032 0.023 0.007 0.032 0.016

 8:00～ 9:00 0.013 0.010 0.010 0.007 0.017 0.036 0.017 0.007 0.036 0.016

 9:00～10:00 0.015 0.013 0.011 0.010 0.021 0.033 0.015 0.010 0.033 0.017

10:00～11:00 0.012 0.014 0.010 0.009 0.019 0.039 0.014 0.009 0.039 0.017

11:00～12:00 0.012 0.012 0.010 0.009 0.020 0.049 0.011 0.009 0.049 0.018

12:00～13:00 0.011 0.011 0.009 0.022 0.016 0.055 0.010 0.009 0.055 0.019

13:00～14:00 0.011 0.012 0.008 0.032 0.018 0.069 0.011 0.008 0.069 0.023

14:00～15:00 0.011 0.012 0.011 0.029 0.029 0.071 0.011 0.011 0.071 0.025

15:00～16:00 0.012 0.012 0.012 0.035 - 0.058 0.011 0.011 0.058 0.023

16:00～17:00 0.049 0.013 0.011 0.035 0.028 0.030 0.018 0.011 0.049 0.026

17:00～18:00 0.026 0.015 0.011 0.030 0.042 0.015 0.019 0.011 0.042 0.023

18:00～19:00 0.020 0.010 0.013 0.038 0.036 0.025 0.025 0.010 0.038 0.024

19:00～20:00 0.015 0.010 0.015 0.016 0.024 0.028 0.033 0.010 0.033 0.020

20:00～21:00 0.015 0.009 0.008 0.009 0.022 0.015 0.036 0.008 0.036 0.016

21:00～22:00 0.025 0.008 0.011 0.010 0.032 0.013 0.035 0.008 0.035 0.019

22:00～23:00 0.016 0.008 0.012 0.007 0.039 0.017 0.052 0.007 0.052 0.022

23:00～24:00 0.016 0.007 0.018 0.007 0.048 0.020 0.062 0.007 0.062 0.025

最小値 0.005 0.006 0.005 0.003 0.006 0.013 0.010 0.003

最大値 0.049 0.015 0.018 0.038 0.048 0.071 0.062 0.071

平均値 0.015 0.011 0.010 0.015 0.022 0.034 0.023 0.018
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表1.1-1(4) 大気質調査結果（周辺常時監視測定局：公定法） 

調査項目：二酸化窒素

調査期間：平成29年9月15日(金)～9月21日(木)

調査地点：港区台場 単位：ppm

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

最小値 最大値 平均値

 0:00～ 1:00 0.004 - 0.007 0.016 0.007 0.041 0.023 0.004 0.041 0.016

 1:00～ 2:00 0.004 0.013 0.007 0.004 0.006 0.032 0.023 0.004 0.032 0.013

 2:00～ 3:00 0.006 0.012 0.004 0.004 0.008 0.024 0.014 0.004 0.024 0.010

 3:00～ 4:00 0.005 0.010 0.006 0.003 0.010 0.023 0.009 0.003 0.023 0.009

 4:00～ 5:00 0.008 0.010 0.005 0.005 0.014 0.026 0.010 0.005 0.026 0.011

 5:00～ 6:00 0.016 0.009 0.005 0.002 0.020 0.029 0.013 0.002 0.029 0.013

 6:00～ 7:00 0.024 0.014 0.007 0.005 0.023 0.032 0.019 0.005 0.032 0.018

 7:00～ 8:00 0.015 0.012 0.008 0.006 0.022 0.033 0.018 0.006 0.033 0.016

 8:00～ 9:00 0.015 0.015 0.009 0.006 0.019 0.037 0.015 0.006 0.037 0.017

 9:00～10:00 0.018 0.017 0.009 0.006 0.022 0.040 0.014 0.006 0.040 0.018

10:00～11:00 0.011 0.015 0.008 0.005 - 0.038 0.012 0.005 0.038 0.015

11:00～12:00 0.015 0.016 0.008 0.007 0.022 0.047 0.012 0.007 0.047 0.018

12:00～13:00 0.012 0.014 0.009 0.022 0.021 0.054 0.013 0.009 0.054 0.021

13:00～14:00 0.014 0.015 0.019 0.026 0.023 0.066 0.016 0.014 0.066 0.026

14:00～15:00 0.017 0.020 0.019 0.026 0.033 0.062 0.020 0.017 0.062 0.028

15:00～16:00 0.018 0.017 0.018 0.030 0.033 0.044 0.020 0.017 0.044 0.026

16:00～17:00 0.048 0.019 0.018 0.029 0.035 0.025 0.028 0.018 0.048 0.029

17:00～18:00 0.031 0.015 0.020 0.027 0.049 0.016 0.029 0.015 0.049 0.027

18:00～19:00 0.024 0.011 0.015 0.038 0.035 0.018 0.036 0.011 0.038 0.025

19:00～20:00 0.020 0.009 0.015 0.020 0.032 0.028 0.035 0.009 0.035 0.023

20:00～21:00 0.020 0.010 0.010 0.007 0.025 0.019 0.042 0.007 0.042 0.019

21:00～22:00 0.028 0.010 0.012 0.008 0.023 0.012 0.057 0.008 0.057 0.021

22:00～23:00 0.018 0.007 0.011 0.008 0.028 0.013 0.068 0.007 0.068 0.022

23:00～24:00 0.020 0.008 0.019 0.008 0.036 0.014 0.072 0.008 0.072 0.025

最小値 0.004 0.007 0.004 0.002 0.006 0.012 0.009 0.002

最大値 0.048 0.020 0.020 0.038 0.049 0.066 0.072 0.072

平均値 0.017 0.013 0.011 0.013 0.024 0.032 0.026 0.019
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表1.1-1(5) 大気質調査結果（周辺常時監視測定局：公定法） 

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：平成29年9月15日(金)～9月21日(木)

調査地点：中央区晴海 単位：mg/m3

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

最小値 最大値 平均値

 0:00～ 1:00 0.013 0.016 0.012 0.016 0.013 0.028 0.039 0.012 0.039 0.020

 1:00～ 2:00 0.012 0.010 0.007 0.048 0.010 0.028 0.032 0.007 0.048 0.021

 2:00～ 3:00 0.011 0.014 0.010 0.044 0.012 0.024 0.026 0.010 0.044 0.020

 3:00～ 4:00 0.011 0.010 0.007 0.059 0.009 0.023 0.018 0.007 0.059 0.020

 4:00～ 5:00 0.010 0.010 0.007 0.048 0.013 0.022 0.013 0.007 0.048 0.018

 5:00～ 6:00 0.012 0.008 0.007 0.019 0.011 0.021 0.015 0.007 0.021 0.013

 6:00～ 7:00 0.010 0.011 0.010 0.012 0.011 0.020 0.017 0.010 0.020 0.013

 7:00～ 8:00 0.008 0.010 0.007 0.012 0.010 0.019 0.013 0.007 0.019 0.011

 8:00～ 9:00 0.009 0.010 0.011 0.013 0.013 0.021 0.012 0.009 0.021 0.013

 9:00～10:00 0.008 0.008 0.013 0.015 0.010 0.022 0.010 0.008 0.022 0.012

10:00～11:00 0.007 0.015 0.009 0.014 0.014 0.024 0.007 0.007 0.024 0.013

11:00～12:00 0.008 0.014 0.006 0.011 0.021 0.027 0.009 0.006 0.027 0.014

12:00～13:00 0.006 0.014 0.007 0.018 0.021 0.030 0.009 0.006 0.030 0.015

13:00～14:00 0.007 0.016 0.003 0.017 0.022 0.039 0.007 0.003 0.039 0.016

14:00～15:00 0.009 0.018 0.007 0.018 0.028 0.041 0.009 0.007 0.041 0.019

15:00～16:00 0.008 0.015 0.005 0.019 - 0.033 0.008 0.005 0.033 0.015

16:00～17:00 0.019 0.019 0.005 0.019 0.021 0.035 0.014 0.005 0.035 0.019

17:00～18:00 0.026 0.017 0.003 0.017 0.022 0.036 0.020 0.003 0.036 0.020

18:00～19:00 0.022 0.015 0.006 0.028 0.024 0.037 0.021 0.006 0.037 0.022

19:00～20:00 0.015 0.017 0.002 0.016 0.022 0.041 0.020 0.002 0.041 0.019

20:00～21:00 0.012 0.015 0.005 0.013 0.023 0.044 0.022 0.005 0.044 0.019

21:00～22:00 0.016 0.012 0.003 0.010 0.025 0.042 0.022 0.003 0.042 0.019

22:00～23:00 0.015 0.015 0.006 0.013 0.026 0.042 0.024 0.006 0.042 0.020

23:00～24:00 0.018 0.013 0.008 0.011 0.031 0.042 0.025 0.008 0.042 0.021

最小値 0.006 0.008 0.002 0.010 0.009 0.019 0.007 0.002

最大値 0.026 0.019 0.013 0.059 0.031 0.044 0.039 0.059

平均値 0.012 0.013 0.007 0.021 0.018 0.031 0.017 0.017
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表1.1-1(6) 大気質調査結果（周辺常時監視測定局：公定法） 

調査項目：浮遊粒子状物質

調査期間：平成29年9月15日(金)～9月21日(木)

調査地点：港区台場 単位：mg/m3

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

最小値 最大値 平均値

 0:00～ 1:00 0.016 0.019 0.010 0.025 0.014 0.031 0.043 0.010 0.043 0.023

 1:00～ 2:00 0.012 0.013 0.010 0.059 0.010 0.029 0.036 0.010 0.059 0.024

 2:00～ 3:00 0.014 0.013 0.010 0.042 0.010 0.027 0.026 0.010 0.042 0.020

 3:00～ 4:00 0.014 0.016 0.011 0.057 0.012 0.024 0.020 0.011 0.057 0.022

 4:00～ 5:00 0.013 0.012 0.010 0.046 0.009 0.023 0.015 0.009 0.046 0.018

 5:00～ 6:00 0.012 0.009 0.012 0.017 0.014 0.023 0.014 0.009 0.023 0.014

 6:00～ 7:00 0.010 0.013 0.010 0.016 0.010 0.021 0.020 0.010 0.021 0.014

 7:00～ 8:00 0.010 0.008 0.013 0.014 0.017 0.019 0.017 0.008 0.019 0.014

 8:00～ 9:00 0.010 0.011 0.010 0.016 0.012 0.023 0.012 0.010 0.023 0.013

 9:00～10:00 0.009 0.011 0.014 0.012 0.012 0.021 0.013 0.009 0.021 0.013

10:00～11:00 0.011 0.010 0.008 0.010 0.027 0.010 0.008 0.027 0.013

11:00～12:00 0.010 0.016 0.008 0.013 0.025 0.029 0.011 0.008 0.029 0.016

12:00～13:00 0.008 0.014 0.005 0.018 0.021 0.035 0.009 0.005 0.035 0.016

13:00～14:00 0.011 0.017 0.009 0.019 0.024 0.038 0.010 0.009 0.038 0.018

14:00～15:00 0.010 0.019 0.009 0.018 0.026 0.035 0.011 0.009 0.035 0.018

15:00～16:00 0.014 0.016 0.007 0.018 0.024 0.033 0.012 0.007 0.033 0.018

16:00～17:00 0.018 0.018 0.004 0.017 0.022 0.035 0.016 0.004 0.035 0.019

17:00～18:00 0.026 0.016 0.002 0.021 0.027 0.035 0.020 0.002 0.035 0.021

18:00～19:00 0.025 0.021 0.005 0.032 0.024 0.043 0.024 0.005 0.043 0.025

19:00～20:00 0.018 0.021 0.006 0.013 0.027 0.048 0.025 0.006 0.048 0.023

20:00～21:00 0.015 0.015 0.006 0.013 0.026 0.048 0.026 0.006 0.048 0.021

21:00～22:00 0.016 0.013 0.004 0.011 0.028 0.046 0.028 0.004 0.046 0.021

22:00～23:00 0.014 0.012 0.005 0.014 0.030 0.047 0.029 0.005 0.047 0.022

23:00～24:00 0.013 0.014 0.007 0.014 0.031 0.044 0.036 0.007 0.044 0.023

最小値 0.008 0.008 0.002 0.010 0.009 0.019 0.009 0.002

最大値 0.026 0.021 0.014 0.059 0.031 0.048 0.043 0.059

平均値 0.014 0.014 0.008 0.022 0.020 0.033 0.020 0.019
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1.1.2 気象調査結果 

 

表1.1-2(1) 気象調査結果（東京管区気象台：風向） 

 

調査地点：東京管区気象台

調査項目：風速

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

 0:00～ 1:00 NE E N SE NE NNW NW

 1:00～ 2:00 ENE ENE NNE S NNE NNW NNW

 2:00～ 3:00 NE ENE NE S NW NW NW

 3:00～ 4:00 NE NE NNE S NNE NW NW

 4:00～ 5:00 ENE ENE NNE S NNE NW NNW

 5:00～ 6:00 NNE NNE N SSW NNE N NNW

 6:00～ 7:00 NNW NE NNW S NW NNW WNW

 7:00～ 8:00 NNW NE NNW S WNW NNE NW

 8:00～ 9:00 NNW NNE NNW S NNW NW NW

 9:00～10:00 NW N N SSW NE W NW

10:00～11:00 NNW NE NNW SSW SSE N NW

11:00～12:00 NNW E NNW SE SE SSE NNW

12:00～13:00 NNE ENE NNW SSE SSE SSW NNW

13:00～14:00 NE ENE N SSE SSE SSE NNE

14:00～15:00 NNW NE N SSE SSE SSW NNE

15:00～16:00 NW E NNE SSE S S NNE

16:00～17:00 NW ENE N S SSE SSW ESE

17:00～18:00 SE NNE NNW SE S WSW SE

18:00～19:00 SSE NE NW ENE S W SSE

19:00～20:00 SSE NE WNW NE S SW S

20:00～21:00 SSE NE NW NNE SW SW SSE

21:00～22:00 S NE WNW NNE NW WSW S

22:00～23:00 SSE NNE S ENE N WNW S

23:00～24:00 SE NNW E NE NW WNW SSE

最多風向 NNW NE NNW S SSE NW NW

最多風向出現率 25.0% 37.5% 29.2% 33.3% 20.8% 16.7% 29.2%

静穏率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
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表1.1-2(2) 気象調査結果（東京管区気象台：風速） 

  

 

 

調査地点：東京管区気象台

調査項目：風速

　 　　　月日
時間

9月15日
(金)

9月16日
(土)

9月17日
(日)

9月18日
(月)

9月19日
(火)

9月20日
(水)

9月21日
(木)

平均 最大 最小

 0:00～ 1:00 3.6 1.8 1.8 4.3 2.6 2.0 2.0 2.6 4.3 1.8

 1:00～ 2:00 2.1 3.4 2.5 9.7 1.8 1.9 2.9 3.5 9.7 1.8

 2:00～ 3:00 2.6 4.6 2.2 8.3 1.6 2.8 3.4 3.6 8.3 1.6

 3:00～ 4:00 2.6 2.0 2.7 9.7 1.9 1.3 2.7 3.3 9.7 1.3

 4:00～ 5:00 2.0 2.2 2.7 8.8 1.9 2.0 3.3 3.3 8.8 1.9

 5:00～ 6:00 1.7 3.2 1.8 7.8 2.1 0.9 2.3 2.8 7.8 0.9

 6:00～ 7:00 1.8 2.9 2.1 6.1 1.4 1.7 2.4 2.6 6.1 1.4

 7:00～ 8:00 3.1 3.0 3.0 5.6 1.2 1.3 3.1 2.9 5.6 1.2

 8:00～ 9:00 2.9 2.5 2.6 4.8 1.3 1.5 3.9 2.8 4.8 1.3

 9:00～10:00 5.3 2.6 2.0 5.1 1.2 2.1 5.0 3.3 5.3 1.2

10:00～11:00 4.3 2.2 2.5 3.8 2.3 0.7 5.9 3.1 5.9 0.7

11:00～12:00 3.9 1.9 2.4 2.0 3.8 1.5 5.0 2.9 5.0 1.5

12:00～13:00 3.0 1.4 3.2 2.3 3.1 3.0 2.4 2.6 3.2 1.4

13:00～14:00 2.7 2.4 2.3 4.7 4.3 3.5 3.3 3.3 4.7 2.3

14:00～15:00 1.9 3.1 2.2 2.7 4.7 1.2 2.0 2.5 4.7 1.2

15:00～16:00 2.7 3.0 2.8 2.9 4.8 4.4 2.0 3.2 4.8 2.0

16:00～17:00 2.4 2.6 1.3 2.4 3.1 3.6 2.0 2.5 3.6 1.3

17:00～18:00 4.4 3.4 1.7 1.5 2.8 3.7 4.5 3.1 4.5 1.5

18:00～19:00 5.8 2.7 3.3 4.1 2.7 2.0 4.7 3.6 5.8 2.0

19:00～20:00 5.2 2.2 4.0 3.8 2.6 2.0 2.9 3.2 5.2 2.0

20:00～21:00 3.3 2.1 3.8 3.3 0.9 4.3 2.1 2.8 4.3 0.9

21:00～22:00 1.4 1.8 0.9 2.5 2.2 3.2 1.9 2.0 3.2 0.9

22:00～23:00 2.3 2.1 1.9 2.6 1.1 2.0 2.2 2.0 2.6 1.1

23:00～24:00 2.5 1.6 3.6 2.3 1.9 0.9 0.9 2.0 3.6 0.9

平均 3.1 2.5 2.5 4.6 2.4 2.2 3.0 2.9

最大 5.8 4.6 4.0 9.7 4.8 4.4 5.9 9.7

最小 1.4 1.4 0.9 1.5 0.9 0.7 0.9 0.7
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1.2 騒音・振動 

1.2.1建設作業騒音調査結果 

表1.2-1(1) 騒音レベル測定結果（No.A 建設作業騒音） 

調査地点：No.A
調査年月日：平成29年9月15日　 単位：dB

LA5 LA50 LA95 LAmax

7:00～8：00 56.3 54.7 53.2 60.6

8:00～9：00 56.9 54.7 52.5 59.0

9:00～10：00 65.3 61.5 58.4 74.4

10:00～11：00 71.9 67.2 60.3 76.1

11:00～12：00 70.2 62.1 59.5 86.6

12:00～13：00 63.1 59.2 57.1 75.0

13:00～14：00 71.4 63.0 57.7 83.5

14:00～15：00 66.1 59.1 56.7 78.6

15:00～16：00 69.9 59.5 54.3 79.5

16:00～17：00 58.2 55.4 53.8 65.1

17:00～18：00 54.5 52.2 50.3 59.1

18:00～19：00 57.9 53.4 50.2 61.1

時刻
騒音レベル

 

表1.2-1(2) 騒音レベル測定結果（No.B 建設作業騒音） 

調査地点：No.B
調査年月日：平成29年9月15日　 単位：dB

LA5 LA50 LA95 LAmax

7:00～8：00 61.7 56.4 51.9 67.2

8:00～9：00 60.9 55.8 52.3 71.8

9:00～10：00 63.1 60.0 57.9 69.1

10:00～11：00 62.3 58.7 55.9 67.6

11:00～12：00 63.3 59.1 56.5 71.5

12:00～13：00 62.0 57.6 54.8 72.0

13:00～14：00 61.4 57.7 54.5 72.7

14:00～15：00 61.9 58.5 55.5 66.5

15:00～16：00 62.5 59.1 56.0 66.7

16:00～17：00 62.9 58.4 55.2 70.9

17:00～18：00 62.6 57.5 54.1 70.8

18:00～19：00 63.3 57.8 53.5 77.6

時刻
騒音レベル
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1.2.1建設作業振動調査結果 

 

表1.2-2(1) 振動レベル測定結果（No.A 建設作業振動） 

調査年月日：平成29年7月10日　 単位：dB

L10 L50 L90 Lmax

7:00～8：00 24.4 20.5 18.4 27.5

8:00～9：00 24.6 21.2 18.0 28.3

9:00～10：00 41.5 37.1 33.8 44.1

10:00～11：00 34.7 31.1 28.7 46.2

11:00～12：00 37.3 34.8 32.7 40.7

12:00～13：00 42.0 38.2 34.2 46.3

13:00～14：00 44.2 36.2 31.3 52.0

14:00～15：00 40.3 36.6 32.6 46.5

15:00～16：00 44.7 38.9 34.2 49.9

16:00～17：00 42.0 36.9 33.3 45.5

17:00～18：00 39.8 33.9 28.6 46.2

18:00～19：00 24.0 21.3 18.9 30.8

時刻
振動レベル

 

 

表1.2-2(2) 振動レベル測定結果（No.B 建設作業振動） 

調査年月日：平成29年7月10日　 単位：dB

L10 L50 L90 Lmax

7:00～8：00 26.9 23.3 20.5 32.6

8:00～9：00 30.3 25.0 20.8 37.6

9:00～10：00 40.8 37.2 33.8 44.4

10:00～11：00 36.1 30.8 28.6 41.9

11:00～12：00 41.0 37.2 35.1 43.7

12:00～13：00 43.1 39.1 35.0 46.1

13:00～14：00 43.6 39.0 33.8 47.1

14:00～15：00 40.1 36.7 32.7 45.9

15:00～16：00 44.1 38.7 34.0 47.7

16:00～17：00 42.0 37.4 34.7 50.1

17:00～18：00 37.1 32.7 28.1 42.4

18:00～19：00 28.8 24.4 21.0 32.6

時刻
振動レベル

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書に掲載した地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都

地形図（Ｓ＝１：２，５００）を使用（２９都市基交第１２５号）して作成したものである。

無断複製を禁ずる。 
 

本書に掲載した地図は、国土地理院発行の２万５千分の 1 地形図を使用したものである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
平成 29年 12月発行 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 

フォローアップ報告書（大会開催前その 1） 

（有明アリーナ） 

 

編集・発行 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 

大会施設部調整課 

                    東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

電話 03(5320)7737 

 
内容についてのお問い合わせは上記へお願いします。 

 

 

登録番号（28）98 

 


	0_目次
	1～7_名称等
	1.  東京2020大会の正式名称
	2.   東京2020大会の目的
	2.1   大会ビジョン
	2.2   都民ファーストでつくる「新しい東京」～2020年に向けた実行プラン～

	3.  東京2020大会の概要
	3.1   大会の概要
	3.2   東京2020大会の環境配慮

	4.   有明アリーナの計画の目的及び内容
	4.1   目　的
	4.2   内　容
	4.2.1  位　置
	4.2.2   事業の基本構想
	(1)  施設運営計画

	4.2.3  事業の基本計画
	(1)  配置計画
	(2)  発生集中交通量及び自動車動線計画
	(3)  駐車場計画
	(4)  歩行者動線計画
	(5)  設備計画
	(6)  廃棄物処理計画
	(7)  緑化計画

	4.2.4  施工計画
	(1)  工事工程
	(2)  施工方法の概要（予定）
	1)   準備工事
	2)   地盤改良・山留工事
	3)   杭工事
	4)   掘削工事
	5)   基礎躯体工事
	6)   地上躯体工事
	7)   屋根鉄骨工事
	8)   外構工事等
	9)  仕上・設備工事（内装・設備工事、外装工事）

	(3)  工事用車両
	(4)  建設機械

	4.2.5  供用の計画
	4.2.6  環境保全に関する計画等への配慮の内容

	4.3   有明アリーナの計画の策定に至った経過

	5.   調査結果の概略
	6.  フォローアップの実施者
	7.  その他
	7.1   東京2020大会に係る実施段階環境アセスメント及びフォローアップの全対象事業についての実施段階環境アセスメント及びフォローアップの実施予定又は経過
	7.2   調査等を実施した者の氏名及び住所並びに調査等の全部又は一部を委託した場合にあっては、その委託を受けた者の氏名及び住所


	8_調査の結果（有明アリーナ施工中その1）_171212
	資料編_有明アリーナ
	1. 項目別資料
	1.1 大気等
	1.1.1 大気質調査結果
	1.1.2 気象調査結果
	1.2 騒音・振動
	1.2 騒音・振動
	1.2.1建設作業騒音調査結果
	1.2.1建設作業振動調査結果



	9_奥付（有明アリーナ大会開催前その1）_171117

